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１．議事日程 

   （平成１６年第４回安芸高田市議会１２月定例会第１日目） 

 

平成１６年１２月１３日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 
 

日 程 第 １  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２  会期の決定 

日 程 第 ３  議案第７２号 広島県市町村職員退職手当組合を組織する 

地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について 

日 程 第 ４  議案第７３号 広島県市町村公務災害補償組合を組織する 

地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について 

日 程 第 ５  議案第７４号 広島県北情報センター組合の解散に伴う事務継承について 

日 程 第 ６  議案第７５号 広島県北情報センター組合の解散について 

日 程 第 ７  議案第７６号 安芸高田市過疎地域自立促進計画の策定について 

日 程 第 ８  議案第７７号 芸北広域市町村圏振興協議会規約の変更について 

日 程 第 ９  議案第７８号 安芸高田市自転車等放置防止条例 

日程第１０ 議案第７９号 安芸高田市税条例の一部を改正する条例 

日程第１１ 議案第８０号 芸北広域環境施設組合を組織する地方公共団体の 

数の減少及び芸北広域環境施設組合規約の変更について 

日程第１２ 議案第８１号 梶矢地区水防災対策特定河川事業（第２工区）に 

係る負担附き贈与の受納について 

日程第１３ 議案第８２号 安芸高田市簡易水道事業の設置等に関する 

条例の一部を改正する条例 

日程第１４ 議案第８３号 平成１６年度安芸高田市一般会計補正予算（第４号） 

日程第１５ 議案第８４号 平成１６年度安芸高田市国民健康保険 

特別会計補正予算（第２号） 

日程第１６ 議案第８５号 平成１６年度安芸高田市老人保健 

特別会計補正予算（第２号） 

日程第１７ 議案第８６号 平成１６年度安芸高田市介護保険 

特別会計補正予算（第１号） 



 2

日程第１８ 議案第８７号 平成１６年度安芸高田市公共下水道事業 

特別会計補正予算（第２号） 

日程第１９ 議案第８８号 平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業 

特別会計補正予算（第２号） 

日程第２０ 議案第８９号 平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業 

特別会計補正予算（第１号） 

日程第２１ 議案第９０号 平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業 

特別会計補正予算（第２号） 

日程第２２ 議案第９１号 平成１６年度安芸高田市簡易水道事業 

特別会計補正予算（第２号） 

日程第２３ 認定第５１号 平成１５年度安芸高田市一般会計決算の認定について 

日程第２４ 認定第５２号 平成１５年度安芸高田市国民健康保険特別会計 

決算の認定について 

日程第２５ 認定第５３号 平成１５年度安芸高田市老人保健特別会計 

決算の認定について 

日程第２６ 認定第５４号 平成１５年度安芸高田市介護保険特別会計 

決算の認定について 

日程第２７ 認定第５５号 平成１５年度安芸高田市介護サービス特別会計 

決算の認定について 

日程第２８ 認定第５６号 平成１５年度安芸高田市公共下水道事業特別会計 

決算の認定について 

日程第２９ 認定第５７号 平成１５年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業 

特別会計決算の認定について 

日程第３０ 認定第５８号 平成１５年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計 

決算の認定について 

日程第３１ 認定第５９号 平成１５年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計 

決算の認定について 

日程第３２ 認定第６０号 平成１５年度安芸高田市簡易水道事業特別会計 

決算の認定について 

日程第３３ 認定第６１号 平成１５年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計 

決算の認定について 

日程第３４ 認定第６２号 平成１５年度安芸高田市八千代根野地区土地改良事業 

特別会計決算の認定について 
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日程第３５ 発議第１５号 平成１７年度地方交付税所要総額確保に関する 

意見書について 

 
 
 ２．出席議員は次のとおりである。（２２名） 

        １番         明 木 一 悦          ２番     秋 田 雅 朝 

        ３番     田 中 常 洋          ４番     加 藤 英 伸 

        ５番     小 野 剛 世          ６番     川 角 一 郎 

        ７番     塚 本  近          ８番     赤 川 三 郎 

９番     松 村 ユ キ ミ    １０番     熊 高 昌 三 

   １１番     青 原 敏 治    １２番     金 行 哲 昭 

      １３番         杉 原  洋    １４番     入 本 和 男 

      １５番     山 本 三 郎    １６番     今 村 義 照 

   １７番     玉 川 祐 光    １８番     岡 田 正 信 

   １９番     渡 辺 義 則    ２０番     亀 岡  等 

   ２１番     藤 井 昌 之    ２２番     松 浦 利 貞 

    
 
 

   ３．欠席議員は次のとおりである。（なし） 

     

 

 

   ４．会議録署名議員 

       ９番     松 村  ユキミ        １０番     熊 高 昌 三 
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   ５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

市     長    児 玉 更太郎     助     役    増 元 正 信 

収 入 役    藤 川 幸 典             参 事    小 野  豊      

総 務 部 長    新 川 文 雄     自治振興部長    田 丸 孝 二 

市 民 部 長    廣 政 克 行   
福祉保健部長兼

福祉事務所長 福 田 美 恵 子 

産業振興部長    清 水  盤     
建設部長   

兼公営企業部長    金 岡 英 雄 

教 育 長    佐 藤  勝   教 育 次 長    杉 山 俊 之      

消 防 長    村 上  紘     八千代支所長    平 下 和 夫 

美土里支所長    立 川 堯 彦     高 宮 支 所 長    猪 掛 智 則 

甲 田 支 所 長    武 添 吉 丸     向 原 支 所 長    益 田 博 志 

総 務 課 長    高 杉 和 義     財 政 課 長    垣 野 内  壮 

監 査 委 員    上 国 英 登 

 

 

 

   ６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（５名） 

事 務 局 長  増 本 義 宣    事 務 局 次 長    光 下 正 則 

議事調査係長  児 玉 竹 丸    書 記  国 岡 浩 祐 

書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

◯松 浦 議 長   おはようございます。 

ただ今の出席議員は２２名であります。 

定足数に達しておりますので、これより平成１６年第４回安芸高田市議

会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布したとおりであります。 

日程に入るに先立ち、議会事務局長より諸般の報告をいたさせます。 

◯増本事務局長  議長。 

諸般の報告をいたします。 

第１点、市長並びに教育委員長より、本定例会に説明員として出席委任

するものの職氏名の一覧表が提出されております。 

写しをお手元に配付いたしておりますのでご了承ください。 

以上で諸般の報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   以上をもって諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

◯松 浦 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、９

番松村ユキミさん及び１０番熊高昌三君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２  会期の決定 

◯松 浦 議 長   日程第２、会期の決定を議題といたします。 

本定例会の運営について、過日、議会運営委員会を開きご協議いただい

ておりますので、その結果について議会運営委員長青原敏治君の報告を求

めます。 

◯青原委員長   議会運営委員会の報告を申し上げます。平成１６年第４回定例会の運営

につきまして、去る１２月６日及び１０日に議会運営委員会を開催いたし、

次のことが決定されましたので報告いたします。 
まず、会期につきましては、お手元に配布いたしております会期日程

のとおり本日から１２月２７日までの１５日間といたします。議事の都合

により、１２月１４日から１９日及び２３日は休会といたします。 
本定例会に付議されます案件は、継続審査中の認定４７件を含め、認

定５９件、議案２３件、発議１件で、計７３件でございます。 
新たに上程される認定１２件につきましては、一括提案の後、監査報

告を受け、決算審査特別委員会へ追加して付託し、本定例会中に委員長か

ら本会議へ報告され、一括審議いたします。 
一般質問の取り扱いについては、会議規則に諮り、時間制限を設けず質

問回数を３回までとし、質問順序は通告書の届出順といたします。 

さらに、放課後児童保育に関する請願が提出されましたので、取り扱い
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について慎重に審議をした結果、本請願は、所管である文教厚生常任委員

会へ付託して審査に付することといたします。 

なお、請願の写しをお手元に配布しております。 

以上、報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

ただいまの委員長の報告のとおり、会期は１５日間とすることにご異議

ございませんか。 

〔異議なし〕 

◯松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、会期は１５日間と決しました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３ 議案第７２号 広島県市町村職員退職手当組合を組織する 

               地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について 

◯松 浦 議 長   日程第３、議案第７２号、広島県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体の数の増加及び組合規約の変更についての件を議題といたし

ます。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   開会にあたりまして一言ご挨拶を兼ねて、提案説明をさせていただきま

す。 

本日、安芸高田市議会第４回定例会を、第５回臨時会に引き続きまして

召集いたしましたところ、議員の皆さんには大変お忙しい中をご出席をい

ただきまして、まことにありがとうございます。 

本定例会へご提案申し上げます案件は、議案が２０件及び認定１２件で

ございます。議案といたしましては、自転車等放置防止条例の制定、市条

例及び簡易水道設置条例等の一部改正、過疎地域自立促進計画の制定、本

市が加入しております各協議会、組合等の規約改正、県北情報センター組

合の解散及び事務の継承について、並びに一般会計及び８特別会計の補正

予算でございます。 

次に、認定といたしましては平成１５年度安芸高田市一般会計及び特別

会計１１件の決算の認定をお願いする予定でございます。 

なにとぞよろしくお願いを申し上げます。 

それでは、議案第７２号、議案名広島県市町村職員退職手当組合を組織

する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について、提案説明を申

し上げます。 

本案は、平成１７年２月７日から広域合併後の東広島市が広島県市町村

職員退職手当組合へ加入いたしますことから、同組合の規約を変更するこ

とについて、議会の議決を求めるものでございます。 

以上、よろしく審議の上、適当なる議決をいただきますようお願いを申
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し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長  議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長  それでは、議案第７２号におきます要点のご説明を申し上げます。 

広島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び組合規約の変更でございます。地方自治法第２９０条の規定によりまし

て、平成１７年２月７日から東広島市が広島県市町村職員退職手当組合へ

加入すること及び次のとおり、広島県市町村職員退職手当組合の規約を変

更することについて、議会の議決を求めるものでございます。 

広島県市町村職員退職手当組合の規約の一部改正の内容でございます

が、別表第１を改正するということになります。お手元の方に配布をさせ

ていただいております平成１６年第４回の定例会、議案説明資料によりま

して、議案第７２号によります規約の変更案、新旧対照表をご覧いただき

たいと思っております。そちらの方に掲げております、まず１ページと該

当することにつきましては、２ページの方に退職手当組合の方に変更にな

ろうかと思っております。今、県内の合併によりまして、変更案、現行の

加入しておる町、また郡の組織しておる町、一部事務組合、市、それぞれ

こうした変更案のとおりに定めるものでございます。市におきましては、

現行３市ありますものが５市という変更になるものでございます。 

以下、この別表の新旧対照表に定めるとおりでありますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。以上で要点の説明を終わります。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより議案第７２号、広島県市町村職員退職手当組合を組織する地方

公共団体の数の増加及び組合規約の変更についての件を、起立により採決

いたします。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４ 議案第７３号 広島県市町村公務災害補償組合を組織する 

地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について 

◯松 浦 議 長   日程第４、議案第７３号、広島県市町村公務災害補償組合を組織する地

方公共団体の数の増加及び組合規約の変更についての件を議題といたし

ます。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７３号、広島県市町村公務災害補償組合を組織する地方公共団体

の数の増加及び組合規約の変更について、提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、平成１７年２月７日から広域合併後の東広島市が広島県市町村

公務災害補償組合へ加入しますことから、同組合の規約を変更することに

ついて、議会の議決を求めるものでございます。 

以上、よろしく審議の上、適当なる議決を賜りますようにお願いを申し

上げます。 

◯松 浦 議 長   この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長  議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長  それでは議案第７３号、広島県市町村公務災害補償組合を組織する地方

公共団体の数の増加及び組合規約の変更について、要点のご説明を申し上

げます。地方自治法第２９０条の規定によりまして、平成１７年２月７日

から東広島市が広島県市町村公務災害補償組合に加入すること及び次の

とおり、広島県市町村公務災害補償組合の規約を変更することについて、

議会の議決を求めるものでございます。 

規約の変更内容については、別表に掲げるとおりでございます。本県内

の合併によりまして、加入団体等の枠組みの変更等になろうかと思ってお

ります。 

議案の説明資料の議案第７３号の３ページからご覧いただきたいと思

っております。変更案と現行と掲げておりますが、現行におきます変更案

を、今回の合併によりまして県内のくくりの関係を訂正をさせていただく

ものでございます。廿日市市から庄原市まで４の市がありました現行を、

別表のとおり廿日市市から東広島市までの６つの市に変更するものでご

ざいます。 

次に、現行であります佐伯郡から比婆郡までの１２の郡を総括しており

ます組織といたしましたものを、変更案といたしましては安芸郡から比婆

郡までを１１の枠に変更いたすものでございます。 

続きまして、現行の世羅中央病院から３１の組合の変更を、変更案とい

たしましては世羅中央病院２１の組合に組織替えをし、新たに変更案とし

て提案をさせていただくものでございます。 
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以上で要点のご説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第７３号、広島県市町村公務災害補償

組合を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更についての

件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５ 議案第７４号 広島県北情報センター組合の解散に伴う 

                              事務継承について 

◯松 浦 議 長   日程第５、議案第７４号、広島県北情報センター組合の解散に伴う事務

継承についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７４号、議案名が広島県北情報センター組合の解散に伴う事務継

承について、提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、広島県北情報センター組合の解散に先立ち、組合事務の継承、

また決算審査及び認定について、関係市町村が議会議決を経て行う協議を

もって定める旨の規定を設ける規約を変更し、広島県知事の許可を受けま

したので、この規定に基づき、同組合の所在地であり管理者でもあります

三次市を事務を継承する団体と定め、平成１７年３月３０日をもって打ち

切られる決算の審査及び認定を三次市が行うこととすることについて、議

会の議決を求めるものでございます。 

以上、よろしく審議の上、適当なる議決をいただきますようにお願いを

申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯田丸自治振興部長  議長。 

◯松 浦 議 長   自治振興部長、田丸孝二君。 
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◯田丸自治振興部長  それでは議案第７４号、広島県北情報センター組合の解散に伴う事務継

承について、要点の説明を申し上げます。組合の解散にともないまして残

りました一部事務がございますが、それを裏面添付の協議書をもちまして

関係市町村と協議に入ることにつきまして、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

裏面の協議書案をご覧をいただきたいと思います。事務の継承につきま

しては４点について定めております。まず、継承する団体でございますが、

これは三次市とする。それから決算につきましては、その審査及び認定団

体は三次市とする。それから事務の継承の対象でございますが、歳計現金

並びに予算に属する未収金及び未払金、物品、会計に属する財産、公用文

書類、それから４番目に打ち切り決算後において不足金若しくは剰余金が

生じた場合は、広島県北情報センター組合経費の負担割合等に関する条例

を適用し、これを負担若しくは分配をすることでございます。以上でござ

います。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長  １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員  はい。この情報センター組合における財産分与の件につきまして、１つ

質問があります。前回、情報センターの方で取り上げられました財産の認

定、査定につきましてですね、情報議会の方で問題定義がされてたと思う

んですけど、それは査定の内容がですね、１社による査定であり、もう１

社入れてやったらどうかという問題があったと思われますが、その辺につ

いては、もう議論をされて、三次とは話し合いが、折り合いがついたもの

なんでしょうか。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  暫時休憩を求めます。 

◯松 浦 議 長   それでは、暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時２０分 休憩 

午前１０時２１分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   休憩前に続き、再開いたします。 

答弁を許します。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  ただ今のご質問について、答弁を申し上げたいと思います。実は私ども

組合議会の中でどういった議論をなされていたというのは承知をしてお

りませんので、早速に調べましてご報告を申し上げたいと思いますんで、

よろしくお願いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 
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◯熊 高 議 員   今の明木議員の質問と関連をすると思いますけども、組合議会の協議が

なされておってもそんなによう分からんというのも解せない話でありま

すが、それはともかく、協議書の案の４番あたり、不足金若しくは剰余金

が生じるというようなことが書いてありますが、大体の見通しは今の状況

でも立っておると思いますが、先ほどの答弁のことも含めて、その辺につ

いてこれまでの協議の状況というのを少しお聞かせ願いたいと思います。 

◯松 浦 議 長   暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時２２分 休憩 

午前１０時２４分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   再開いたします。 

答弁を許します。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  まず、財産の関係でございますけども、これにつきましては昨年度の末

に、いわゆる全員協議会等でご報告申し上げ、そしてそのことが議決をさ

れております。これにつきましては土地と、それから現金がございますけ

ども、それにつきましては新年度の６月の予算で安芸高田市には６９７万

４千９３８円繰り入れるということで、財産についての処分については決

定をされております。 

それから職員につきましては２名、安芸高田市に引き取るということが

ほぼ内定をしておるとこでございます。なお、残ります経常的な経費につ

きましては今からの執行等がございますので、若干異動はあるというふう

に思いますけれども、もし必要であれば経常的な経費について、今日の状

況を取り寄せて、後ほどご報告させていただきたいというふうに思います。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   大体今の答弁で分かりましたけども、見通しとして取り寄せたら分かる

という状況でありましたら、是非取り寄せていただくように手配をお願い

したいと思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第７４号、広島県北情報センター組合

の解散に伴う事務継承についての件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第６  議案第７５号 広島県北情報センター組合の解散について 

◯松 浦 議 長   日程第６、議案第７５号、広島県北情報センター組合の解散についての

件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７５号、広島県北情報センター組合の解散について、提案理由の

説明を申し上げます。 

広島県北情報センター組合は、平成４年４月１日に関係地方公共団体１

６団体で設立し、行政情報の共同処理を開始しました。その後、２団体が

加入し１８団体で行政情報処理の一体的な推進を行って参りましたが、市

町村合併が推進され、組合を構成する１８団体が今年度末には４団体にな

ります。つきましては、行政情報の処理はそれぞれの団体で行うこととな

りますので、同組合を平成１７年３月３０日をもって解散することについ

て、議会の議決を求めるものでございます。 

以上、よろしく審議の上、適当なる議決をいただきますようにお願いを

申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯田丸自治振興部長  議長。 

◯松 浦 議 長   自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  それでは、議案第７５号、広島県北情報センター組合の解散について、

ご説明申し上げます。 

先ほど市長が提案理由の説明の中で申し上げましたが、平成１７年３月

３０日をもって解散をするということでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第７５号、広島県北情報センター組合
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の解散についての件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第７  議案第７６号 安芸高田市過疎地域自立促進計画の策定について 

◯松 浦 議 長   日程第７、議案第７６号、安芸高田市過疎地域自立促進計画の策定につ

いての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７６号、安芸高田市過疎地域自立促進計画の策定について。 

本案は、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定に基づき、安

芸高田市過疎地域自立促進計画について、平成１７年度から平成２１年度

までの期間を後期計画として計画を策定するものでございます。 

以上、よろしく審議の上、適当なる議決をいただきますようにお願いを

申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯田丸自治振興部長  議長。 

◯松 浦 議 長   自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  それでは、議案第７６号、安芸高田市過疎地域自立促進計画の策定につ

いて、要点の説明をさせていただきたいと思います。 

過疎地域自立促進計画につきましては、県との協議の後に市議会の議決

をいただく必要がございます。この計画でございますが、平成１２年度か

ら平成２１年度の間が、いわゆるこの過疎地域自立促進法に基づく計画を

策定する期間でございまして、平成１２年度から平成１６年度までは前期

計画として今年度３月に議決をいただいて、そして今年度で終了するわけ

でございます。 

後期につきましては平成１７年度から平成２１年度までの５ヵ年の計

画ということで、本件はこの後期の５年間について計画をするものであり

ます。 

計画の基本的な考え方でございますけども、安芸高田市は３月１日に合

併をし、合併に基づくいわゆる新市建設計画を策定をしておるとこでござ

います。したがいまして、この新市建設計画の基本的な考え方を踏襲をし、

３月１日にも策定をいたしましたし、今回の後期計画においてもそのよう

にしておるとこでございます。 

表紙をはぐっていただきまして、基本的な事項でございますけども、市

の概要以下、計画の期間までございますが、ここの基本的な考え方、資料
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等につきましては３月１日に議決をいただきました前期の計画の考え方

を基本的に踏襲をさせていただいておるとこでございます。 

次に確論でございます、２の産業振興からその他地域の自立促進に関し

必要な事項まででございますが、前半のそれぞれの項目にあります現況と

問題点につきましては、３月１日の基本的な考え方を踏襲をさせていただ

きました。また、その対策につきましても同様でございます。 

ただ、計画でございますが、３月１日につきましては平成１６年度に事

業を具体的に実施をしているというとこまでの計画を上げておりました

けども、今回の計画は平成１７年度から平成２１年度ということでござい

ますんで、この５年間に予定をされている若しくは想定をされる事業につ

きまして、建設計画から導いて記載をしたものでございます。 

詳細につきましては、議案をお配りしておりましたので見ていただくと

いうふうに思います。 

◯松 浦 議 長   以上で要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

◯金 行 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １２番、金行哲昭君。 

◯金 行 議 員  はい。１２番、金行です。今、部長の方からお聞きしまして、この前も

全員協でちょっとおさわりをお受けしたんですけど、この自立促進計画は

ですね、前期と後期がありまして、この後期じゃいうことで理解をしとる

んですけど、前期でやり残しも後期で継承するということだろうと思うん

ですが、これはこの前もちょっと出たんですけど、各支所等々の意見はど

のように取り入れられとるのか、その辺をもう少し詳しくお聞きしたいん

ですが。その１点をお願いします。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  この計画の策定にあたりましては、まず先ほど申し上げましたように前

期の基本的な考え方を踏襲するということがございましたので、したがい

まして、それに基づきまして私どもの方で原案を策定をし、そして各部並

びに各支所の方にお渡しをして、それぞれご意見を求め、訂正個所が必要

なところはそのように措置をさせていただいたものでございます。以上で

ございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第７６号、安芸高田市過疎地域自立促

進計画の策定についての件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第８  議案第７７号 芸北広域市町村圏振興協議会規約の変更について 

◯松 浦 議 長   日程第８、議案第７７号、芸北広域市町村圏振興協議会規約の変更につ

いての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７７号、議案名が、芸北広域市町村圏振興協議会規約の変更につ

いてでございます。提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、平成１７年２月１日をもって山県郡芸北町、大朝町、千代田町

及び豊平町が合併し、北広島町として同協議会へ参加することに伴いまし

て、規約の変更が必要となることから、議会へ提案し、議決を求めるもの

でございます。 

よろしくお願いをいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯田丸自治振興部長  議長。 

◯松 浦 議 長   自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  それでは、議案第７７号、芸北広域市町村圏振興協議会規約の変更につ

いて、要点のご説明を申し上げます。 

芸北町、大朝町、千代田町及び豊平町が２月１日に合併をいたしまして、

北広島町に変わります。このことに伴いまして、構成の町村の変更をする、

並びに第６条におきまして委員の数を１６名でありましたが、１２名以内

に改めるというものでございます。 

なお、新旧の対照表につきましては、議案説明資料にございますのでご

覧をいただきたいというふうに思います。 

以上で説明を終了いたします。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

◯松 浦 議 長   討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第７７号、芸北広域市町村圏振興協議
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会規約の変更についての件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第９  議案第７８号 安芸高田市自転車等放置防止条例 

◯松 浦 議 長   日程第９、議案第７８号、安芸高田市自転車等放置防止条例の件を議題

といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７８号、議案名、安芸高田市自転車等放置防止条例。 

本案は、公共の場所での自転車等の放置を防止するため、公共の場所に

設置しております駐輪場等に長期間放置され、他の利用者の利用の妨げに

なる自転車等を撤去、保管、処分することができるよう、条例を制定する

ものでございます。 

よろしく審議の上、議決をいただきますようにお願いを申し上げます。 

◯松 浦 議 長   この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯田丸自治振興部長  議長。 

◯松 浦 議 長   自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  それでは、議案第７８号、安芸高田市自転車等放置防止条例について、

ご説明申し上げます。まず、第１条で目的をしておりますが、これは放置

を防止するということと、それから後段には書いてありませんが、後段に

はそれを処分するということの条例でございます。 

まず定義でありますが、公共の場所とございますけども、そこに書いて

ありますように、道路、公園等、市が管理しているものでございまして、

自転車等につきましては原動機付き自転車も入るということでございま

す。 

次に第３条が市の責任、それから第５条におきましては小売業者の責務、

第６条におきましては鉄道事業者等の責務、それから第７条におきまして、

施設の設置者の責務というかたちでそれぞれの関わりを持つ機関、団体等

の責務を上げさせていただいております。 

それから放置禁止区域の指定ということで、これにつきましてはこの条

例を適応さそうということをいたしますと、その指定をする必要があるわ

けでございます。 

それから３ページ第９条におきまして、自転車等の放置の禁止をうたい

まして、さらに放置に対する処置を第１０条で規定をしとるとこでござい

ます。その処置に伴いまして、自転車の撤去をする際にどのような手続き

が要るかということで、第１２条に規定をしておるとこでございます。 
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さらに保管した自転車に係る処置が１４条、そしてそれに伴いまして費

用の徴収が発生をしますけども、それに対します規定が第１５条で規定を

したものでございます。以上で要点の説明を終了いたします。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯山 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １５番、山本三郎君。 

◯山 本 議 員   この放置禁止区域の指定及び変更という、第９条です。第９条のとこで

｢自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならな

い。ただし、市長が特に必要と認める時にはその限りでない｣というとこ

ろがありますが、市長が特に必要と認めるというところは、どういう場所

を指しておられるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問について答弁を許します。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  この条例のですね、適応します放置禁止区域につきましては、当面向原

駅、吉田口駅、それから甲立駅の３駅の駐輪場を対象としております。し

かし、状況によりましては他の公共施設等で放置自転車が発生をし、それ

を処分する必要があるという可能性がございますので、そのために｢市長

が特に必要と認めるときは｣というかたちで例外の規定を設けているとい

うことでございます。 

例えば、この庁舎等でございますけども、実は放置に近い自転車がござ

います。そういった時にはこのただし書きを適応するというふうに考えて

いただければ結構だろうというふうに思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

他に質疑ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第７８号、安芸高田市自転車等放置防

止条例の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１０ 議案第７９号 安芸高田市税条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第１０、議案第７９号、安芸高田市税条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 
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提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７９号、議案名、安芸高田市税条例の一部を改正する条例につい

ての提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、所得税法等の一部を改正する条例が平成１６年３月３１日に公

布され、平成１６年４月１日から施行されたことに伴い、安芸高田市税条

例の一部を改正する必要が生じましたことから、税条例を改正するもので

ございます。以上、よろしくお願い申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯廣政市民部長  議長。 

◯松 浦 議 長   市民部長、廣政克行君。 

◯廣政市民部長  議案第７９号の要点のご説明を申し上げます。平成１３年１２月２８日

付けで閣議決定されました高齢社会対策大綱を受けまして、平成１６年度

の税改正によりまして、高齢者に対する税制度の見直しが行われたもので

ございます。市税条例の個人の市民税の非課税の範囲をうたっております

第２４条第１項の第２号の改正につきましては、市民税の所得割の非課税

対象者につきまして、所得が１２５万円以下の者には所得割を課さない規

定でありますが、その中で老年者との表記を年齢６５歳以上と具体的に表

記に変更したものでございます。 

したがいまして、制度上の変更を伴うものではございません。適応につ

きましては平成１７年度分から対象となります。 

同じく第３４条の改正につきましては、市民税の所得控除につきまして

規定したものでございますが、老年者控除を廃止するものであります。 

ちなみに市県民税に対しましては４８万円の控除があったものでござ

います。適応につきましては平成１８年度分から対象となるものでござい

ます。以上、要点の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第７９号、安芸高田市税条例の一部を

改正する条例の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 
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起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１１ 議案第８０号 芸北広域環境施設組合を組織する地方公共団体の 

数の減少及び芸北広域環境施設組合規約の変更について 

◯松 浦 議 長   日程第１１、議案第８０号、芸北広域環境施設組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び芸北広域環境施設組合規約の変更についての件を議

題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第８０号、芸北広域環境施設組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び芸北広域環境施設組合規約の変更について、提案理由の説明を申し

上げます。 

本案は、現在芸北広域環境施設組合を構成しております地方公共団体が、

広域合併に伴いまして平成１７年２月１日をもって減少いたしますこと

から、芸北広域環境施設組合規約を変更することについて、議会の議決を

求めるものでございます。以上、よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯廣政市民部長  議長。 

◯松 浦 議 長   市民部長、廣政克行君。 

◯廣政市民部長  議案第８０号の要点のご説明を申し上げます。お手元に配布してありま

す議案説明資料の６ページから７ページの関係になります。６ページから

７ページの変更の部分でございますが、先ほど市長が説明しましたように

平成１７年の２月１日付け、山県郡の大朝町、千代田町、豊平町及び芸北

町が合併いたしまして、北広島町が施行される予定でございます。それに

伴いまして、構成する地方公共団体が安芸高田市及び北広島町の１市１町

となりますので、第２条、第４条関係は文言の整理、第５条関係におきま

してはその構成組織の減によりまして、議員定数の変更、全体で１８名か

ら８人になるもので、定めるものでございます。 

同ページの第９条の関係につきまして、同様でございますが、副管理者

を３人から１人に改めるものでございます。 

４ページの附則につきましては、この規約は平成１７年の２月１日から

施行するものでございます。 

なお、別表におきましては非対称区域を定めておりますが、これは旧芸

北町区域を除くものとなっております。以上、要点の説明を終わります。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 
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質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第８０号、芸北広域環境施設組合を組

織する地方公共団体の数の減少及び芸北広域環境施設組合規約の変更に

ついての件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１２ 議案第８１号 梶矢地区水防災対策特定河川事業（第２工区） 

に係る負担附き贈与の受納について 

◯松 浦 議 長   日程第１２、議案第８１号、梶矢地区水防災対策特定河川事業（第２工

区）に係る負担附き贈与の受納についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第８１号、議案名が、梶矢地区水防災対策特定河川事業（第２工区）

に係る負担附き贈与の受納についてでございます。提案理由の説明を申し

上げます。 

本案は、梶矢地区水防災対策特定河川事業（第２工区）に伴い、形状が

不整形になった土地の区画整理を実施し、再配置を円滑に行うため、企業

地に係ります土地を負担附き贈与により、一たん他の私有地と併せて市名

義とし、事業完了後に持ち込み面積に応じた再配置を行うために、負担金

附き贈与の受納を行うものでございます。以上、よろしくお願いを申し上

げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長  議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  議案第８１号の梶矢地区水防災対策特定河川事業（第２工区）に係る負

担附き贈与の受納について、内容のご説明を申し上げます。ただ今市長の

方から説明がございましたように、この梶矢地区水防災対策特定河川事業

につきましては国交省が行う直轄事業でございます。これにつきましては、

贈与附きにより事前に土地を贈与を受け、その後無償で譲渡することでご

ざいまして、地方自治法第９６条第１項第９号の規定により負担附き贈与
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の受納について、議会の議決を求めるものでございます。 

目的といたしましては、梶矢地区水防災対策特定河川事業（第２工区）

の形状が不整形になる土地について、区画整理を実施し再配置を行う。ま

た贈与を受ける物件及び贈与者につきましては、２ページ目をお願いいた

します。２ページ目に３名の関係者がおられます。竹田基さん、これが３

筆で７００.２６平米でございます。また２の竹田幸男さんが５２１.８６

平米、３の辻駒啓三さんが、３筆で４,３６８.４６、併せまして５,５９

０.５８平米でございます。贈与の条件といたしましては区画整理後に無

償で譲渡するというものでございます。 

最後のページに位置図を付けておりますのでご参照いただきたいと思

います。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯亀 岡 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   ２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員  負担附き贈与というところの内容がですね、どういうふうなことになっ

ているんか、その点についてもう少し説明をいただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に答弁を許します。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  はい。ただ今のご質問にお答えをいたします。これは土地が非常に不整

形、またいろんなかたちになっておりますので、これにつきまして一たん

再配置を円滑に行う手法といたしまして、一たん土地を負担附き、これは

後ほど贈与するということを申し合わせて、市の名義として工事完了後に

再配分を行うということでございます。これは既に１工区でもやっており

まして、これが２工区目となるものでございます。 

また、隣接する工事費用等につきましては、建設省等でこれは実施でき

ませんので市の方で実施をして、これを再配分とするということでござい

ます。以上でございます。 

◯亀 岡 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   ２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員  特別に負担ということがですね、事業費に関係するとか、そういったこ

とであるということじゃないんですね。個人において。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  はい。個人の負担というものにつきましては、先般の議会の方で負担の

率については決めさせていただきましたが、この土地につきましては、地

権者はこの事業に対して協力し、土地の負担附き贈与を行っていること、

並びに土地の再配置に私有地等についても一定の利益を受けるというこ

とから、受益者が明確な利益を受けることは客観的に判断できないという

ことで、分担金は課しておりません。ということで、そこのおられる土地

については区画整理をした後にそれぞれの持ち分に応じて再配分をさせ

ていただくということでございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 
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 〔質疑なし〕 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第８１号、梶矢地区水防災対策特定河

川事業（第２工区）に係る負担附き贈与の受納についての件を起立により

採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程１３ 議案第８２号 安芸高田市簡易水道事業の設置等に関する 

条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程１３、議案第８２号、安芸高田市簡易水道事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第８２号、安芸高田市簡易水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例でございます。提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、八千代町敷地内にございます別所地区簡易給水施設及び本郷地

区営農飲雑用水施設を八千代町簡易水道に統合して管理していくため、簡

易水道事業の設置に関する条例の一部を改正するものでございます。以上、

よろしくお願いを申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長  議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  それでは、議案第８２号、安芸高田市簡易水道事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例につきまして、要点のご説明を申し上げます。今

朝ほど資料といたしまして、位置図をお配りをさせていただいております

ので、それをご参照しながらご説明を申し上げます。 

八千代町、これは図面の方で赤い色で印をしておりますところは今回一

部改正をお願いする地区でございまして、右端は千代田町側でございます

が別所地区でございます。また左端が広島側によりました本郷地区で、中

の黒い線が既存の八千代町の簡易水道区域でございます。八千代町大字土

師別所地区にあります別所地区の簡易水道施設及び本郷地区にあります
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本郷地区営農飲雑用水につきましては、地区ごとそれぞれの管理をしてお

りましたが、今回八千代町簡易水道事業の区域に統合いたしまして、八千

代町簡易水道事業として一体の管理をさせていただきたいとするもので

ございます。 

議案の下ほどに表中で字名を書いておりますが、これは今回の統合によ

りまして給水人口あるいは１日給水量もこの表に書いてございますが、目

標年次を平成２５年度におきまして、１ページの表に書いてございますよ

うに、計画給水人口を４,５００人から次のページの３ページ目に変更を

かいておりますが４,４００人へ。また１,５７５トンの１日最大給水量を、

同じく３ページに表記しております２,１３２立米に変更するものでござ

います。 

次に給水区域の変更でございますが、これも同じように表で前後してお

りますのは大変見にくいかと思いますが、別所地区簡易水道施設の給水区

域でございます字本込、３ページの上から４段目、本込を入れております。

また、別所地区簡易水道給水地域でございます字本込を議案３ページにあ

りますように、鳥越の次に加えております。また本郷地区の営農飲雑用水

の給水区域でございます、字上恩地、下恩地、日南、大原を、５ページに

ありますように向山、長賀の次に加えさせていただいておるものでござい

ます。ちょっと表の方に印を付けておりませんので、見にくいかもしれま

せんが、その地域がそれぞれ追加をされるということでございます。以上

でございます。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員  はい。この簡易水道の関係で八千代全体がこれで上水の普及率と言いま

すかね、それは総合的にどんなふうに結果的になるのか、確認をしておき

たいと思いますが。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  はい。八千代の簡易水道につきましては、これにより区域としましては

全てをカバーするということになります。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員  数字で言えば１００％ですか。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  区域の方では全区域をこれで網羅をするということでございます。全体

の普及率につきましては、ちょっとお時間をいただければ。現在数値を持

っておりません。申し訳ございません。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 
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質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第８２号、安芸高田市簡易水道事業の

設置等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採

決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

この際、１１時２０分まで休憩をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時１０分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   それでは、休憩前に続き、再開いたします。 

ただ今１０番の熊高議員の質問の後ほど回答ということで保留してお

りますが、建設部長金岡英雄君の答弁を求めます。 

◯金岡建設部長  失礼いたしました。八千代町の簡易水道の普及率は８７％でございます。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１４ 議案第８３号 平成１６年度安芸高田市一般会計補正予算 

                               （第４号） 

◯松 浦 議 長   日程第１４、議案第８３号、平成１６年度安芸高田市一般会計補正予算

(第４号)の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第８３号、平成１６年度安芸高田市一般会計補正予算(第４号)、提

案理由の説明を申し上げます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億４千５７１

万６千円を追加し、歳入歳出それぞれ２６８億１千１５２万５千円とする

ものであります。 

歳入につきましては、市税３千５００万円、地方交付税３億６千１２０

万４千円、分担金及び負担金１千３３８万２千円、国庫支出金１億６３８

万７千円、県支出金７千３７１万６千円、繰入金が１千９０７万２千円、

諸収入が２千１３９万８千円、市債１億１千７２０万円をそれぞれ追加し、
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使用料及び手数料１６４万３千円を減額するものでございます。 

歳出につきましては、総務費４億８４６万３千円、民生費１億３千６３

４万７千円、衛生費２千９００万８千円、商工費６７１万１千円、土木費

５千９１４万３千円、教育費３千５２９万４千円、災害復旧費８千２０３

万７千円をそれぞれ追加し、議会費１９万３千円、農林水産業費９０７万

円、消防費２０２万４千円をそれぞれ減額するものでございます。 

次に、地方自治法第２１４条第１項の規定により、翌年度に繰り越して

使用できる事業といたしまして、７事業、総額で１億４千８２６万７千円

を繰越明許費とするものでございます。また、地方債の補正につきまして

は、その借入限度額を７４億１千３７０万円と定めるものでございます。

債務負担行為の補正につきましては、第３次電算システムソフト開発費用

といたしまして３千３００万円を追加するものでございます。 

以上、よろしくご審議の上、適当なる議決をいただきますようにお願い

を申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長  議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長  それでは、議案第８３号、平成１６年度安芸高田市一般会計補正予算（第

４号）の要点のご説明を申し上げます。 

歳入におきまして、まず１２ページをお開き願いたいと思います。１款

の市税１項の市民税、法人税を２千万円増額するものでございます。続き

まして、４項の市町村たばこ税は１千５００万円増額するものでございま

す。 

１０款地方交付税は、普通交付税を３億６千１２０万４千円を増額する

もので、当初予算見込み額を７７億２千５００万円見込んでおりましたが、

合併特例による加算額が当初見込額より上回りまして、平成１６年度の普

通交付税の交付確定額が８０億８千６２０万４千円となるものでござい

ます。 

続きまして、１２款の分担金及び負担金、１項の分担金２７８万３千円

の増額は、１０月１２日の発生の台風２３号の影響によります農業用施設、

農地災害発生に伴います受益者分担金の増でございます。２項の負担金、

２目の民生費負担金１千５９万９千円の増額は、老人保護措置入所者の減

少による老人保護措置費負担金４４２万８千円の減、保育所入所児の増に

伴います保育所保護者負担金１千５０２万７千円の増額でございます。 

続きまして、１３款の使用料及び手数料でございます。１項の使用料、

７目の土木使用料１６４万３千円の減額は、市営住宅使用料を減額するも

のでございます。 

続きまして、１４ページをお願いいたします。１４款の国庫支出金、１

項の国庫負担金、１目の民生費国庫負担金６千６８１万１千円の増額は、

保育所入所児の増加に伴います児童保護措置費負担金、児童手当受給者の
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増によります各種給付費負担金、また生活保護費負担金の増額が主なもの

でございます。続きまして、３目の災害復旧費国庫負担金２千２７０万９

千円の増額は、１０月１２日発生の台風２３号の被害による土木災害復旧

事業費負担金を計上するものでございます。２項の国庫補助金、２目の民

生費国庫補助金５０万円の増額は、進行性筋萎縮症者措置費補助金の増額

でございます。５目の土木費国庫補助金１千７６１万１千円の増額は、道

路整備補助金１千６５０万円の減額と、公営住宅整備事業費補助金３千２

６万２千円の増額が主なものでございます。続きまして、７目の教育費国

庫補助金でございます。１１２万１千円の増額は、小中学校理科教育備品

整備に伴います補助金の増額でございます。 

続きまして１５ページの３項の委託金、２目の民生費委託金２３６万５

千円の減額は、国民年金事務費委託金の減でございます。 

１５款の県支出金、１項の県負担金、２目の民生費県負担金１千７７３

万１千円の増額は、保育所入所児の増加に伴います児童保護措置費負担金、

また児童手当受給者の増による各種給付費負担金の増が主なものでござ

います。 

１６ページをお願いいたします。２項の県補助金、２目の民生費県補助

金８４２万円の増額は、介護予防・生活支援対策事業費補助金、老人医療

公費負担事業費補助金の増額が主なものでございます。５目の農林水産業

費県補助金でございます。１千３３８万４千円の増額は、畜産振興事業費

等農林関係の補助金を増額するものでございます。６目の土木費県補助金

５４７万円の増額は、道路改良事業費補助金の増額でございます。９目の

災害復旧費県補助金２千８８８万８千円の増額は、１０月１２日発生の台

風２３号の被害によります農林施設災害復旧費補助金を計上するもので

ございます。 

続きまして、１７ページをお願いいたします。３項の委託金、３目の衛

生費委託金でございます。１７万７千円の減額でございますが、騒音規制

事務委託金の確定によるものでございます。 

１８款の繰入金、１項の特別会計繰入金２７万２千円の増額は、農業集

落排水事業特別会計の前年度事業の精算金を一般会計に繰り入れるもの

でございます。 

続きまして、１８ページをお願いいたします。３項の基金繰入金でござ

います。１千８８０万円の増額は、吉田サッカー公園、また、たかみや湯

の森の施設改修に伴う財源といたしまして、それぞれの管理いたしており

ます基金の方から繰り入れて事業実施するものでございます。 

２０款の諸収入、２項の市預金利子３万１千円の増額は、歳計現金の預

金利子で増額するものでございます。続きまして５項の雑入で２千１３６

万７千円の増額は、総務課関係の雑入、非常勤、臨時職員等の社会保険料

徴収金が主なものでございます。 

１９ページの、２１款の市債の総額は１億１千７２０万円の増額で、第

２庁舎・総合文化福祉保健施設整備事業、また公営住宅整備事業に充当い
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たします起債の増額が主なものでございます。 

続きまして歳出でございますが、２０ページをお開きいただきたいと思

います。歳出の部で１款の議会費１９万３千円の減額は、事務費の調整が

主なもので、委託料１１９万８千円の減額は、議事録作成委託費によりま

す減によるものが主なものでございます。 

２款の総務費、１項の総務管理費、１目の一般管理費の８７５万８千円

の増額は、４節の共済費１千５０万円は、非常勤職員、また臨時職員の社

会保険料の増額によりまして、また１２節の役務費３４０万円は電話代の

増額でございます。２目の文書広報費でございます。７９万８千円の増額

につきましては、市広報紙の充実化を図るためにページ数を増やすことか

ら、需用費の印刷製本費の増額でございます。３目の財政管理費５０万円

の増額は、県からの権限委譲等を踏まえ、土木事業を担当する職員の技術

研修事業を委託経費で計上するものでございます。 

２１ページをお願いいたします。４目の会計管理費１３２万５千円の増

額は、口座引き落とし件数の増加によります、金融機関への手数料を増額

するものでございます。続きまして５目の財産管理費１千１３５万６千円

の増額で、主なものにつきましては１１節需用費、美土里支所、高宮支所

の修繕費でございます。１３の委託料は、庁舎のシルバー清掃委託費、ま

た１５節の工事請負費は元生桑小学校体育館解体工事費、１８節の備品購

入費は、公用車の購入、また１９節の負担金補助及び交付金１０６万円は、

地域集会所改築事業補助金を増額するものでございます。６目の基金管理

費でございます。２億６千２３３万６千円の増額は、第２庁舎・総合文化

福祉保健施設整備事業の財源といたしまして、市民センター建設基金に基

金として２億６千２３３万６千円積み立てするものでございます。次に７

目の企画費でございます。１億１千１０万２千円の増額は、第２庁舎・総

合文化福祉保健施設設計委託費、また生活交通路線維持負担金を増額する

ものでございます。１０目の諸費８０万円の増額は、防犯灯維持管理費を

増額するものでございます。 

次の２２ページをお願いいたします。１１目の行政情報処理費２８９万

５千円の増額は、電算処理維持管理諸費、また道路拡張に伴います安芸高

田市光ケーブル移設工事費を増額するものでございます。１２目の自治振

興費１千３３３万９千円の増額は、たかみや湯の森屋外給水設備工事費、

レインボーファーム雨漏り修繕工事費、エコミュージアム川根修繕費の増

額が主なものでございます。１３目の地籍調査費は２４８万３千円の減額

は、事業費の調整によるものでございます。 

２３ページをお願いいたします。２項の徴税費、１目の税務総務費２１

３万２千円の増額は、職員手当の調整が主なものでございます。２目の賦

課徴収費９３９万４千円の減額は、固定資産評価等の業務委託費の減額が

主なものでございます。３項の戸籍住民基本台帳費８２０万２千円の増額

及び２４ページの４項の選挙費３２万７千円の増額、また５項の統計調査

費の減額、６項の監査委員費２４２万５千円の減額は、職員人件費の調整
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によるものでございます。 

続きまして２５ページをお願いいたします。３款の民生費でございます。

１項の社会福祉費、１目の社会福祉総務費５６５万６千円の増額は、社会

福祉協議会補助金１０９万６千円、国民健康保険特別会計繰出金４６１万

４千円の増額が主なものでございます。２目の身体障害者福祉費８５４万

９千円の増額は、進行性筋萎縮症者措置委託料、また障害者福祉関係の国

県補助金の前年度精算返還金の確定によるものでございます。４目の老人

福祉費は２０７万３千円の減額でございますが、減額した費目につきまし

ては事務事業費の調整によるもので、１９節の負担金補助及び交付金７６

７万７千円の増額はシルバー人材センター、また高齢者能力活用協会の合

併対策経費補助金を計上するものでございます。６目の社会福祉医療公費

負担事業費５１６万１千円の増額は、老人医療及び重度心身障害者医療扶

助費の増によるものでございます。７目の人権推進費１５０万円の増額は、

集会所屋根改修費を計上するものでございます。 

次に２６ページをお願いいたします。８目の隣保館費６万９千円の増額

は、職員人件費の調整でございます。１０目の社会福祉施設費は２９万２

千円の減額でございますが、事務事業経費の組み換えが主なものでござい

ます。２項の児童福祉費、１目の児童福祉総務費４１万７千円の増額は、

障害児補装具委託料を増額するものでございます。２目の保育所費５千２

９７万２千円の増額は、年度中途からの入所児の増加に伴います臨時職員

雇用賃金、また給食賄い費、私立保育園委託料の増額が主なものでござい

ます。 

２７ページをお願いいたします。３目の児童手当費４千９３８万５千円

の増額は、支給対象者の増によるものでございます。５目の児童福祉医療

公費負担事業費３９万６千円の増額は、ひとり親家庭等医療費扶助の増で

ございます。６目の児童福祉施設費１９０万４千円の増額は、児童館及び

子育て支援施設の維持管理経費を増額するものでございます。 

続きまして２８ページをお願いいたします。３項の生活保護費、１目の

生活保護総務費１９万５千円の増額は、医療扶助費審査手数料の増額が主

なものでございます。２目の生活保護扶助費１千２５０万８千円の増額は、

医療扶助費の増額によるものでございます。 

続きまして４款の衛生費でございます。１項の保健衛生費、１目の保健

衛生総務費９５万１千円の増額は、職員給与費の調整が主なものでござい

ます。３目の母子保健費４３万５千円の減額は、栄養士賃金の減でござい

ます。４目の老人保健費は１０万１千円の増額は、老人保健推進事務費の

増額が主なものでございます。５目の予防費２９万２千円の増額は、法改

正によります予防接種拡大に伴うものでございます。 

続きまして２９ページをお願いいたします。６目の保健センター費１２

万円の増額は、向原保健センターの光熱水費等の増額でございます。７目

の環境衛生費２千７１４万５千円の増額は、災害時の消毒薬補充費１４万

２千円、ダイオキシン土壌調査委託費６８万円、また簡易水道事業、浄化
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槽特別会計繰出金２千６３２万３千円を増額するものでございます。８目

の診療所費４万２千円の増額は、北生診療所に伴います事務費の増額でご

ざいます。 

３０ページをお願いいたします。２項の清掃費、２目のし尿処理費３９

万９千円の増額は、職員人件費の調整によるものでございます。 

続きまして６款農林水産業費でございます。１項の農業費、１目の農業

委員会費９８万４千円の増額は、農業委員会会議録作成委託費の増額が主

なものでございます。２目の農業総務費３７０万６千円の増額は、農業集

落排水事業特別会計繰出金の増額が主なものでございます。３目の農業振

興費３０万円の減額は、事務事業の調整によるものでございます。 

３１ページをお願いいたします。４目の畜産振興費は１千９４３万１千

円の減額で、１８節の備品購入費１千７０万円の増額につきましては、家

畜排せつ物リサイクル施設整備に伴います、ユニックトラック、リフト購

入費を計上するものでございます。１９節の負担金補助及び交付金３千４

１６万２千円の減額につきましては、事業規模の確定によりまして家畜排

せつ物リサイクル施設整備事業建設補助負担金の減額が主なものでござ

います。５目の地域営農費４７０万６千円の増額でございますが、農業用

機械助成、農地流動化補助金の増額が主なものでございます。６目の農村

整備費２３万５千円の増額は、土師ダムやまめ釣堀施設、また四季の里、

浄化槽維持管理、給水施設修繕費の増額が主なものでございます。 

３２ページをお願いいたします。２項の林業費、１目の林業総務費２２

万５千円の増額は、職員人件費の調整でございます。２目の林業振興費２

０万５千円の増額は、高宮森林公園管理棟管理委託費を増額するものでご

ざいます。４目の林道整備事業費６０万円の増額は、向原作業道延長に伴

います補助金の増額でございます。 

続きまして７款の商工費でございます。１項の商工費、１目の商工総務

費６７万１千円の増額は、職員人件費の調整及び旅費等の事務費を調整し

たものでございます。２目の商工業振興費７０万円の増額は、高宮パスト

ラル雨漏修繕工事費の増額が主なものでございます。続きまして３目の観

光費５３４万円の増額は、サンフレ、また湧永ハンドボール合同市民交流

会開催経費、東京広島県人会開催に伴います、安芸高田市ピーアール経費、

同名八千代姉妹都市交流事業解散式経費、また観光施設維持管理経費を増

額するものでございます。 

８款の土木費でございます。１項の土木管理費、１目の土木総務費１９

０万６千円につきましては、職員人件費の調整でございます。 

続きまして３４ページをお願いいたします。２項の道路橋梁費、１目の

道路橋梁総務費でございますが、５２万８千円の増額は、職員給与等の調

整、また生活道舗装補助金３００万円の増額が主なものでございます。３

目の道路新設改良費３千万円の減額は、事業量の確定によるものでござい

ます。３項の河川費、１目の河川総務費は、費目の組み換えをさせていた

だいております。 
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３５ページをお願いいたします。４項の都市計画費、１目の都市計画総

務費、４千円の減額は、職員給与調整でございます。２目の公共下水道費

１千８４９万円の増額は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事

業特別会計繰出金を増額するものでございます。５項の住宅費、１目の住

宅管理費４５万９千円の増額は、市営住宅修繕費の増が主なものでござい

ます。２目の住宅建設費７千１５７万６千円の増額は、甲田住宅造成、建

築工事費を計上するものでございます。 

３６ページをお願いいたします。９款の消防費でございますが、１項の

消防費、１目の常備消防費４２７万１千円の減額は、職員給与費の調整が

主なものでございます。３目の消防施設費２２４万７千円の増額は、防火

水槽設置事業費の増でございます。 

続きまして３７ページの、１０款教育費でございます。１目の教育総務

費、２目の事務局費２９７万７千円の減額、また増額した費目は１９節の

負担金補助及び交付金１６５万２千円は、育英奨学金等の補助金の増額で

ございます。続きまして２項の小学校費、１目の学校管理費４６５万３千

円の増額は、各小学校の教材費、管理諸経費等を増額するものでございま

す。 

続きまして３８ページをお願いいたします。３項の中学校費でございま

す。１目の学校管理費４２５万７千円の増額につきましても、前項の同様

に各中学校の教材費、また学校管理諸経費等を増額するものでございます。 

３９ページの４項の幼稚園費、１目の幼稚園費１４万４千円の減額は、

職員給与の調整が主なものでございます。５項の社会教育費、１目の社会

教育総務費１２１万３千円の減額は、社会教育関係事務事業経費の調整に

よるものでございます。２目の公民館費２８１万９千円の増額は、各公民

館の維持修繕費等の増額が主なものでございます。 

続きまして４０ページをお願いいたします。３目の図書館費３４万円の

増額は、図書館臨時職員賃金の増が主なものでございます。４目の人権教

育費６万６千円の減額は、講師謝礼金等を減額するものでございます。５

目の文化財保護費１９４万４千円の増額は、天然記念物原田のエノキ延命

治療によります委託、また史跡試掘調査委託経費を増額することが主なも

のでございます。６目の文化施設費でございます。２７５万３千円の増加

は、吉田歴史民俗資料館、田園パラッツオ、甲田若者定住センターミュー

ズの修繕、また管理費をそれぞれ増額するものでございます。 

続きまして４１ページをお願いいたします。６項の保健体育費、２目の

学校給食費の１０６万６千円の減額は、増加した費目、１１節の需用費１

６８万６千円につきましては、各給食施設の修繕費、また光熱水費の増が

主なものでございます。３目の体育施設費２千３９９万４千円の増額は、

１３節の委託料１千１３０万４千円の増額は、体育施設管理委託費等の増、

また、続きの４２ページをお願いいたします。工事費等につきましては９

５０万円、これは吉田サッカー公園管理棟施設、また改修費等の増額が主

なものでございます。 
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１１款の災害復旧費でございますが、まず１項の農林水産施設災害復旧

費、1目の農地災害復旧費３００万円の増額で、台風被害による農地災害

３件、２目の農業用施設災害復旧費は３千５４７万４千円の増額で、ため

池１件、水路２件、農道１件の復旧費の増額、また３目の林業施設災害復

旧費９５１万６千円の増額は、林道４件の復旧費の増額をいたすものでご

ざいます。 

続きまして４３ページをお願いいたします。２項の土木施設災害復旧費、

１目の公共土木施設災害復旧費３千４０４万７千円の増額は、１０月１２

日発生の台風２３号によります道路２ヶ所、河川５ヵ所の災害復旧経費を

増額するものでございます。 

続きまして６ページに戻っていただきたいと思っております。６ページ

につきましては繰越明許費の補正でございます。土木費、また道路橋梁費

につきまして、用地交渉に日数を要したこと等から、市道５路線の改良事

業につきまして１億１千８６０万円を限度として、翌年度に繰り越すもの

でございます。また河川費の水防災対策特定河川事業につきましては、国

土交通省が行う事業と平行して実施しておりますが、国土交通省で行う事

業が台風の被害で翌年度に一部繰り越す見込みであることから、市の事業

も合わせて４８０万円を繰り越しするものでございます。土木施設災害復

旧事業につきましては、台風２３号によります、河川５件、道路２件の復

旧事業の国の査定が来年になる見込みであることから、２千４８６万７千

円を繰り越しますもので、総額で１億４千８２６万７千円を限度とする繰

越明許費の補正を行うものでございます。 

続きまして７ページの第３表の地方債の補正でございます。総務事業債

といたしまして１億１千４０万円増額、農林水産事業債といたしまして３

千４６０万円減額、土木事業債を２千６５０万円増額、災害復旧事業債を

２千５６０万円増額、臨時財政対策債を６４０万円の減額、減税補填債を

４３０万円減額し、補正後の借入限度額を、それぞれ７４億１千３７０万

円とするものでございます。 

続きまして８ページでございますが、債務負担行為の補正、第４表でご

ざいますが、このことにつきましては下水道使用料の統一化、また機能拡

張等に係ります、電算システムの開発費用といたしまして、平成１６年度

から平成２１年度の５年間で、限度額を３千３００万円の債務負担行為を

追加するものでございます。以上で要点のご説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これで説明を終わります。 

この際、１３時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   それでは時間が参りましたので、休憩前に引き続き再開いたします。 
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これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯岡 田 議 員   議長、１８番。 

◯松 浦 議 長   １８番、岡田正信君。 

◯岡 田 議 員   １点お尋ねいたします。１２ページの歳入の関係ですが、これは地方交

付税が３億何某上がったという説明をされまして、合併による精算金とい

うのが増えとったという総務部長の話ですが、私が理解しとるのはですね、

当初予算を配った時は１００％の率では組めんわけですから、８月末で決

定した金額はこのとおりになるんですね。合併による加算金いうかたちで、

そういうかたちで地方交付税がおりとるんですか。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長  議長。今回の普通交付税の積算につきましては、３億６千１２０万４千

円の増額をさしていただいております。確かに、当初予算見込額につきま

しては７７億２千５００万円という数字を見込ませていただきました。今

回の合併によりまして、非常に普通交付税の積算というものがですね、

我々事務局段階でも非常に算定をするというのが非常に難しいという状

況もございます。いろいろ県等のそうした上部の指導等も得たわけでござ

いますが、実質８月算定に伴いまして額の確定を見させていただいたもの

でございます。その額の確定が、合併特例によります加算が、当初額より

上回ったという数字になろうかと思います。そういうことで普通交付税の

交付確定額が８０億８千６２０万４千円と、額の確定を見たわけでござい

ます。そういう状況の中で３億６千１２０万４千円というものは、今回の

補正の中で増額をさせていただいとるわけでございます。 

いろいろ合併特例がない場合の交付税につきましては、安芸高田市、旧

６町の一本算定になりますとですね、６０億２千４９０万１千円ぐらいに

なるんではなかろうかと思っております。概算でですね。差額につきまし

ては２０億６千１３０万３千円というような状況になろうかと思ってお

ります。 

１０年後におきましては、これが一本の算定ということになりますので、

非常に１０年後におきます交付税の額はですね、落ちてくるという予想を

見させていただいております。たまたま合併によりまして、１０年間につ

いてはそういう特例を受けてですね、交付税の額を定めたものと解釈をい

たしております。 

それと、ちなみに旧６町のそうした額、平成１２年度からの普通交付税

の額を見ましても、大体９２億ぐらい１２年度の普通交付税があったもの

が、１５年度の交付税額といいますと７６億ぐらいで非常に差額というも

のはですね、年々減額になっておるという状況でございます。 

今回の合併によりまして、算定を得たものは８０億８千６２０万という

ことでございますので、多少そこらの合併によりました交付税のメリット

というものがですね、出ておるんではなかろうかと思っております。その

３億６千万というものにつきましては、今後における主要の事業でありま
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す市民文化ホール、第２庁舎のですね、財源基金として２億６千万という

数字を積み立てをさせていただいとるというのが事実でございます。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯今 村 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １６番、今村義照君。 

◯今 村 議 員  何点かお聞きをいたします。当初の説明でですね、民生費の国庫負担で

ございますが、保育所の入所増が原因だというふうに説明がございました。

主な状況下の中でですね、どんなような特性があるのか、それから地域的

な特性があるのか。それから市内にはいくつかの私立の保育所もございま

すが、公立と私立とのですね、区分はどのようなかたちになっているんか。

そこをお聞きしたいのと、次に企画費の関係でございますが、第２庁舎・

総合文化福祉保健施設の整備事業として１億４６１万７千円、説明では設

計委託費だというふうにあったわけでございますが、その設計にはですね、

それに伴う基準と言いましょうか、あるいは区分と言いましょうか、そう

いったことが考えられると思います。そこらへんの基本的な考え方につい

てお聞きをしたいというふうに思います。 

次に社会福祉費の関係でございまして、老人福祉費の中でですね、４目

の１９節でございますが、負担金及び補助金の関係でですね、主にはシル

バー人材センター、あるいは高能協の合併対策費だというふうにお聞きし

たわけでございます。今、市内には人材センターとしては２町、あとは高

能協だったというふうに思いますが、それらの関係がですね、合併に向か

ってどういったようなかたちでそれが進行されようとしているのか、ここ

らへんの対する補助金だろうというふうに思うわけでございますが、その

内容について、今の段階でのお考えをお聞きしたいというふうに思います。 

あとは教育費の関係でございます。３７ページの同じく負担金及び補助

金でございますが、これは１６５万２千円ということで育英資金の人にと

いう説明だったと思いますが、当初お考えになっていた生徒の、おそらく

増に伴う資金手当だとは思いますが、そこら辺の状況がどのような変化を

しているのかが質疑でございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に答弁を許します。福祉保健部長、福田美恵子君。 

◯福田福祉保健部長  はい。ただ今の質疑でございますが、児童福祉費、社会福祉の関係で、

児童保護措置費の負担金、国庫負担金ですね、この増ということでござい

ますが、歳出の方でも上げておりますように、非常に現在ですね、保育所

が安芸高田市に公立の保育所が１０園、それと私立が４園あるわけでござ

いますけども、子どもさん、入所児童がですね、かなり増えております。

全体といたしまして公立の方が５５名の増、現在ですね。それと私立の方

が２４名の増となっております。そうした中で入所児童の増ということで

国庫負担の方、県費負担の方も増えているという状況でございます。それ

で、地域性ということがございましたけども、やはり吉田町の保育所がで

すね、入所待ちの状態ということが出ております。 
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それと現在そうした子どもさんがかなり入っていらっしゃるというの

は、保護者の方もですね、不景気ということもございまして、産休を長く

取れないということで、小さい子どもさんを早くから預けられるというこ

ともございます。そうした観点で、現在入所者の方がかなり増えてきてお

るという状況でございます。定員増になっておりますところがですね、吉

田につきましては待ちということなんですけども、みどりの森も定員まで

にはまだ到達しておりませんけども、私立の方がですね、３園、４園ある

中で、３園が定員オーバーという状況でございます。 

それと老人福祉の関係で負担金でございますが、今朝ほどの総務部長の

方の説明でございましたように、負担金のところがですね、７６７万７千

円の内、シルバーの統合関連の金額が７４９万９千円ございます。それの

現在ですね、進捗状況といたしましては、一応来年、１７年１月１３日の

日に２つの吉田町と甲田町のシルバー、それと八千代、美土里、高宮、向

原の４高能協さんですね、これの６つが統合協定調印式をされるような予

定になっております。地域性もございまして、いろいろ課題はあるんでは

ございますけれども、やはり同じ目的を持つそういう団体でございますの

で、来年の４月１日から同じかたちでのスタートをするということで今の

現在では１月１３日に統合協定をされるような運びとなっております。以

上でございます。 

◯松 浦 議 長   引き続き、答弁を許します。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  ２１ページの第２庁舎・総合文化保健福祉施設整備に関わりまして、そ

の設計費につきまして考え方なり、区分というご質問でございますけども、

建築の設計につきましては、基本的には工事費に応じまして設計費用が歩

掛りで計算できるというかたちになっております。したがいまして、今回

コンペということでございますので、基本的にはその国、県が定めました

その歩掛りによって設計費を算出しておるというかたちに、基本的にはな

るだろうというように思います。 

次にその中身でございますけども、今回は庁舎だけということではござ

いませんで、総合文化保健福祉施設ということで、ホールがあったり、小

ホールがあったり、または図書館等があるということでございますので、

したがいまして、基本設計と実施設計というかたちでさせていただきたい

というように思っております。基本設計につきましては、細かい規模、機

能、配置等々ですね、定めていく必要がございますので、そういったこと

をこの基本設計の中でやらせていただこうかということになろうかと思

います。 

基本設計と実施設計の大体の割合でございますが、基本設計が３、実施

設計が７という割合で委託料を算出することとしております。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。杉山俊之教育次長。 

◯杉山教育次長   では３７ページの教育費の２目の事務局費の負担金補助及び交付金の

関係でございますが、この件につきましては総務部長から育英資金等とい
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う説明があったわけでございますが、これは各旧町の奨学金関係の経過措

置分でございまして、人数等につきましては移動はありませんが、金額に

ついて精査した結果、これだけの１６５万２千円の追加をお願いしとるわ

けでございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯杉 原 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １３番、杉原洋君。 

◯杉 原 議 員  議長、１３番。３１ページの畜産振興費に備品購入費がありますが、こ

れは家畜排せつ物リサイクル施設の中で、リフト、ユニック等と聞いてお

るんですが、これもどこの施設へ設置されるのかを１点と、それから今度、

３５ページです。住宅建設費で住宅建設が甲田町へできるということを聞

いておるんですが、何戸建てでどこの場所へできるのかをお尋ねします。 

もう１点、３６ページの消防施設費、防火水槽の設置とありますが、２

２４万７千円ありますが、２基ぐらいだろうと思いますが、何基、どこの

地域か、また今後のこの施設を設けて行かれる計画というものをですね、

お尋ねをするものであります。 

◯松 浦 議 長  ただ今の質問に対して答弁を許します。まず初めに産業振興部長、清水

盤君。 

◯清水産業振興部長  それでは３１ページの畜産振興費の１８節の備品購入費でございます

が、配置個所につきましては現在、今年度完了を予定しております高宮の

堆肥センターの方へ配置をする計画でございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   引き続き答弁を許します。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  はい。ただ今の住宅建設に係りますご質問にお答えをいたします。甲田

町で計画をされております場所と戸数でございますが、甲田町の世羅甲田

寄りの堂ノ口という住宅でございます。団地名はせせらぎ団地でございま

すが、この中で住宅を建設させていただくということで、本年度のこの予

算で２棟４戸ということで計画をさせていただいております。以上でござ

います。 

◯松 浦 議 長   引き続き、消防長、村上紘君、答弁を許します。 

◯村上消防長  はい、失礼します。３６ページの消防施設費に係ります中の防火水槽に

ついてのご質問というふうに承っておりますが、今回のここに補正予算を

出させていただいております防火水槽につきましては、吉田町の上迫に移

転に伴う防火水槽等に関わる補正予算を計上させていただいております。 

もう１点、これに関連します防火水槽等の整理計画等についてのご質問

が、続けてあったというふうに記憶しておりますが、その件につきまして

は、地域の消防団等とも十分に協議をしていく中で、まず必要な施設を要

望書を出していただく中からですね、危険地域等を十分協議しながら、今

後将来にわたって防火水槽の整備を計画的に進めていきたいと、こういう

作業に取りかかっていっておりますので、そういうかたちの答弁というこ

とに代えていただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   引き続き、質疑はありませんか。 
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◯杉 原 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １３番、杉原洋君。 

◯杉 原 議 員  はい、１３番。住宅についてもう１点お尋ねしますが、現在市営住宅が

あります中での利用状況等をひとつお聞かせ願いたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  はい。現在、安芸高田市内では３１５戸の管理戸数がございます。その

内７４戸につきましては老朽化に伴う政策空家ということでございます。

以上、それを管理しております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯山 本 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １５番、山本三郎君。 

◯山 本 議 員  ちょっと１点ほどお伺いしますけど、２２ページの自治振興費の中で、

外郭団体の補助金というものがそこへ１千６０万あまりの計上でありま

すが、これは説明ではたかみや湯の森と聞いたわけですが、たかみや湯の

森につきましては市民の方、あるいは市以外の方も非常にあそこで健康増

進、あるいは保養ということで非常に利用されておるのはよく分かるわけ

でございますが、この補助金は建設費に充てられると聞いたような気がす

るわけですが、この建設費に対しての何割のものがそれへ補助金へまわる

のか。 

それとですね、この外郭団体補助金というものが、この旧町の時代から

こういうもので、それぞれ補助金が市に引きずってこられておると思うん

ですが、このものの外郭団体そのものについての今後の補助金をですね、

どのように考えておられるかということも、ひとつお聞きしたいと思いま

すし、総体的にこの外郭団体補助金が、この１６年度でどれだけの補助金

が総体的に現在で補助金とされとるのかも、ひとつお聞きしたいと思いま

す。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に答弁を許します。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  ２２ページの説明欄にございます外郭団体補助費の１千６０万９千円

でございますが、これは非常に紛らわしい表現でございまして、これは補

助金ということではなくして、補助をする事業というかたちでここに掲げ

させていただいております。そういった意味では外郭団体支援費と言いま

すか、そういった中身のものでございます。 

ひとつは、ここには補助金というものもございますし、さらには実際施

設等につきましては、市が所有しておるものでございますので、市の直轄

で工事をするというものもございますが、その直轄で工事をするものとい

うものも、ここに入っているわけでございます。湯の森に関しましては１

千４６万９千円程度、事業費でございまして、これは直接工事をするわけ

でございます。市の施設でございますので。この財源につきましては、基

金を既に湯の森の基金がございますので、それを取り崩して充てておりま

すが、それで工事請負費というところで工事をするということでございま

す。中身につきましては野外の給水塔、それからカランと言いまして、い
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わゆる風呂場での給湯の装置ですね、こういったもの、これ非常に現在湯

量が不足するというかたちになっておりますので、給水塔を５０トンのも

のを増やし、さらに節水型のカランに変えると。さらに駐車場、一部暗い

ところがございますので、それを明るくするというふうな事業でございま

す。 

補助金の今後でございますが、いわゆる第３セクターそれから事業団等

につきましては、現在その経営状況等を判断をし、健全化計画を策定する

ということで、公認会計士の先生等に診断、または今後の提言等をいただ

くようにしておりますので、したがいまして、それにつきましては今年度

中に方向性を整理をし、今後の指針をつくっていけばというふうに考えて

おるところでございます。 

それから、どれだけの外郭団体に補助をしているかということでござい

ますが、委託料もございますし、さらに補助金ということもございますの

で、しかも自治振興部が所管をしてるもの以外にも、いわゆる産業振興部、

さらには教育委員会、福祉等々の外郭の団体がございますので、その総額、

それから内訳等につきましては、後日資料として出させていただければと

いうふうに思います。以上でございます。 

◯山 本 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １５番、山本三郎君。 

◯山 本 議 員  はい。今の外郭団体補助費、これはいろいろ先ほど部長が申されました

ように、補助支援費というのと、補助費と、まことに紛らわしいと思いま

した。そういう点につきましては私も今聞きましてですね、あれとこれと

ごっちゃにしてはいけないんだという判断はつきましたが、その中でいろ

いろお聞きしました中で、公認会計士によりいろいろなそういう総合的な

第３セクター的なものから、いろいろ見直しをするという考えのようでし

たが、是非ですね、このいろいろ補助事業、補助金、補助支援、そういう

ものは、旧６町にはいろいろあるわけですが、合併をいたしましてですね、

やはりどう言いますか、市民あるいは地域にとっては均衡のとれた、大体

行政をするということにつきましては、今後そういう会計士のいろいろ知

恵を借りながら、それによった方法を取ってもらわなくてはいけんと思い

ますが、そういうことでですね、是非これからの補助金等につきましても

見直しを十分お願いをしておきたいと思います。要望しておきます。以上

です。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯川 角 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   ６番、川角一郎君。 

◯川 角 議 員  ６番、川角です。先ほどの今村議員と関連するわけでございますが、２

１ページの方で企画費の中で委託料の１億４００万余りいうのが計上し

てあるわけでございますが、このことはご承知のように旧吉田町の時から

ですね、懇話会をつくられて、大体組織の代表が２７名ばかりがですね、

日夜寄ってですね、非常に協議されてきたところでございます。それで、
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これが見ますと大体１４年の３月にはですね、基本構想ということで答申

をされておるように思っております。それでこのことがいよいよこのよう

に予算計上もされまして、現実化してくるというところまで来たわけでご

ざいますが、これの重みというのは非常に重要なものがあろうかというふ

うに認識をいたしておるところでございます。それで、今後この実行にあ

たりましてはですね、またこれから特別委員会等も十分協議はされると思

うんですが、今までせっかくこのような構想もできており、そして重要な

案件がですね、この中へ組み込んでございますので、そこら十分ですね、

ひとつ認識をいただきながら前に進めていただきたいというふうに思い

まして、質問なり、あるいは要望ということで、お願いをさせていただき

たいと思います。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長  ただ今の６番議員さんのご質問でございますが、このことについては経

過を詳しくご説明をしておく必要があろうかと、このように思いますので、

私の方から答弁をさせていただきます。 

ご存知のように吉田町ではかつて文化ホールの建設委員会を設けられ

て、既にパンフレットまでつくっておられたと、こういう状況があるわけ

でございます。そういう状況があるので、合併協議の中でも、この文化ホ

ールの問題についてはそういう経過を踏まえて吉田の状況も汲んでくれ

と、こういうようなお話しも吉田町の町長さんからも聞かせてもらってお

ります。そういう意味で、過去４回吉田のそういう関係者、関わりました

関係者と協議をして参りました。その経過については当初は新町１号線の

向こう側へ独立したものをつくると、こういうこと。しかも固定席が８０

０席と、こういうような計画があったようでございます。そういう計画が

あったということで、随分委員さんもそういうことを主張される委員さん

もおられました。しかし、経過から言うと、ご存知のとおりで議会で決定

をしていただいたとおりの理由でこちらの市の現在の庁舎の横に並べて

文化ホールと市の第２庁舎、さらに総合文化福祉施設のようなものを、総

合的なものをつくると、こういう結論を場所的には出していただいとると、

こういうことなんで、まずそれの了解を取り付けるということが、特に吉

田町内にとっては重要な事であると、こういうことで私たちは３遍にわた

って委員さんと協議をして参りました。最終的には吉田、この中心の振興

会、吉田小学校管内の振興会の住民懇談会が先般ございました。これが４

回目になるわけでございますが、そこでもせっかく固定席の８００席を計

画したんだから、それを崩さずにやってもらいたいと、こういうかなり厳

しいご意見が賜りましたが、しかし議会で決定をしてもらった、そういう

方向は一応了解をしていただきたいと。しかし固定席については将来いろ

いろ研究してみますと、固定席というのはなかなか使い勝手が、利用率が

ですね、難しいと、そういうことで固定席のようなものも必要なというこ

となんで、基本的には今から協議するんですが、甲田町のミューズのよう

なかたちの６００席を基準にしたものをつくらせてもらいたいと。もうち
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ょっと席が足らんというご意見がございましたが、それは今から検討しな

がら２階席に１００か１５０席の予備席をつくるという方法も今から十

分検討する余地があろうと、このように思うわけでございます。 

結局、固定席にするかどうかという問題が一番論議になったわけでござ

いますが、やはり今ご存知のように、ちょっとした会議をするにしてもで

すね、ほとんどがホテルを使うような状況がございまして、安芸高田市で

そのようなちょっとした会議をするのにホテルをどこを使おうかという

てもなかなか難しいということになると、今から建設する文化ホール的な

ものを、いわゆるコンベンションホール的な考え方で、大きな演劇もでき

れば、その歌謡のショーもできるし、それは舞台の取りようと音響効果装

置のやりようでもできると。しかも平場に使えばパーティーもできると、

こういうようなことでですね、そういうものをひとつ総合的にコンベンシ

ョンホール的なものを、ひとつつくらせてもらいたい。内容については、

もちろん今から検討するんでございますので、議員さんも交えてどういう

ものをつくったがええかと、こういうことを協議させてもらいたいという

ことで、最終的な先般の吉田地区のコミュニティの会議で大体ご理解を賜

ったというように考えております。随分我々が答弁したいことを全部質問

で出していただきましたんで、場所がなけにゃあ電鉄の車庫と駐車場と、

５４号の間へ約７、８,０００平米のものがあるじゃないかと、こういう

ような話もございましたけど、それも計画にはあったんですが、やはりち

ょっと直線距離は近くても、そこまで行くというのは市の庁舎から離れる

という問題もあって、ちょっと難しいという、いろいろな角度での今まで

の吉田町の経過を話されました。これについて、いちいちご説明を申し上

げてご理解を賜ったということで、基本的には私は皆さんが選挙をされる

間に、前後４回にわたってですね、地元の一応まず了解を得ることが最初

ということで、その作業は大体済ませたと考えておりますので、今後はど

ういうものをつくっていくかという設計の段階に入りますので、それに議

会の皆さん、地元の皆さん、それぞれ関係の皆さん、これは地元だけのも

のじゃあございませんので、安芸高田市のものでございますので、安芸高

田市から広く意見を聞くと、こういうことで、今後進めさせてもらいたい

というように考えておりますので、ちょっと長くなりましたが経過につい

てご報告を申し上げて、ご理解を賜りたいと、このように思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員  １０番、熊高です。ちょっと遅れて参りまして申し訳ないんですが、歳

入で２点、歳出で５、６点になろうかと思いますが、ページを追って質問

させていただきますんで、よろしくお願いします。 

まず１３ページの１３款の使用料、手数料の関係で土木費の市営住宅使

用料が現年分の減額となっていますが、これは内容について１点確認をさ



 40

せていただきたいと思います。 

それから１６ページ５目の農林水産業費の県補助金の中の説明文の中

の下から２番目、予算は小さいんですが、食育実践活動事業補助金という

目新しいものがありますが、この内容あるいは歳出の方になりますとどう

いった事業に関わってくるのか、この点に関してお聞きをしたいと思いま

す。 

歳出の方に入りまして、２１ページ、先ほどからいろいろ質問も出てお

るようですが、その前に６目の基金管理費、市民センター建設基金。今回

新たに２億６千２００万余りの基金が積み上げられておりますが、これは

第２庁舎の関係だと思いますが、市民センターという名前ですね、名称、

これについての関係、統一したものになるのかどうか。違うもんじゃない

んだというふうに認識はしておるんですが、この関係と、さらには以前お

聞きしたと思うんですが、旧吉田で１億円ほど積み立てとったというよう

なお話しを聞いたと思いますが、それにプラスをしていくものだと理解を

するのですがそれで間違いないのか、あるいは最終的に現在この基金がい

くらになっておるのか、併せてお聞きしたいと思います。 

それからその下の７目企画費で先ほどから今村議員さんなり川角議員

さん、質問されたようですが、この関係で今後内容は設計コンペ費だとい

うように先ほど言われたということですが、これから庁舎の特別委員会で

検討するわけですけども、この庁舎の特別委員会で協議をどの程度までし

た時点で、この設計コンペに発注をかけていくのか、これが非常に微妙に

関わってくると思うんですが、この辺の時期的なものについて確認をして

おきたいと思います。 

２５ページになりますが、２目の身体障害者福祉費の関係で身体障害者

支援事業費ということですが、これは説明を聞いた中では筋萎縮症の関係

のものだというふうに説明があったと思いますが、もう少し詳しい内容あ

るいは対象の皆さんの数値的なものも分かれば、もう少し詳しくご説明を

お願いしたいと思います。 

それから２７ページにいきまして、３目の児童手当費の児童手当給付事

業４千９００万余りのものがありますが、これの内容をもう少し詳しくご

説明を願いたいと思います。 

次のページの２目の生活保護扶助費、これの補正が１千２００万余り出

ておりますが、これについての内容と言いますか、件数ですね、そういっ

たものももう少し詳しくご説明願いたいと思います。 

最後になろうと思いますが、３１ページ畜産振興費で備品購入費につい

ては先ほど質問なり説明があったということですが、家畜排せつ物リサイ

クル施設建設事業費の減額が１千９００万あまりになっておりますが、こ

れの内容についてお伺いしたいと思います。 

以上、たくさんありますがよろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質疑に対しまして答弁を許します。 

◯金岡建設部長  議長。 
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◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  熊高議員さんの住宅の使用料１３ページのご説明を申し上げます。現年

分の２００万円の減額につきましては、実はこれは高額所得者が退去をさ

れまして新たに入居者が決まるわけでございますが、高額の方が出られた

関係で、吉田町で２戸、向原町で２戸、これが併せて１２０万円の差額が

出るという見込みでございます。また、他の住宅におきましても退去して

いただきまして、その後大体２ヵ月から４ヵ月程度住宅の改修と言います

か、補修をしていただいて入居募集をするということで、その間の空き家

の家賃の差額が８０万ということで、併せて２００万を減額とさせていた

だいているものでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   続きまして答弁を求めます。産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長  それでは最初に歳入の方の１６ページにあります農林水産業費県補助

金の農業費県補助金の中の食育実践地域活動事業費補助金４万９千円で

ございます。この事業につきましては、地域営農費の方で事業を実施して

おります。今回の４万９千円は補助金の確定による補正増を行っておりま

す。事業の内容につきましては、特に市内の給食を行っております学校と

の連携を取って食と農に関わる実践活動をしていこう。いわゆる地産地消

の推進をしていくという事業でございます。今年度単独事業でございます

が、事業費的には１００万あまりの事業でございますが、地産地消という

事業展開の中で農業の実践の活動を学校教育の中に取り入れていただく

中で、食を通しての農業に対する理解でありますとか、あるいは米の消費

につながる炊飯給食の推進でありますとか、そういったところへの普及あ

るいは事業の展開をしていきたいということが、ひとつの狙いで取り組み

をしておるものでございます。 

それからもう１点、歳出の方で３１ページの畜産振興費で説明中、家畜

排せつ物リサイクル施設建設事業費、補正減の１千９１２万４千円の内容

でございます。節の方で１８節の備品購入費に１千７０万円の補正増、そ

の下の１９節で減額の３千４１６万２千円となっております。このリサイ

クル施設建設事業、いわゆる堆肥センター建設事業でございますが、これ

は広島県の事業実施の形態としましては、県の旧農業開発公社の方で事業

が発注をされております。事業実施主体は市町村でございますが、発注主

体は県の旧農業開発公社の方で発注をしておるものでございます。したが

いまして、１９の事業負担金として実施、発注主体の方へ負担金として予

算を繰り出していくという予算の流れになっております。今回の負担金の

補正の３千４１６万２千円の減と、備品購入費の１千７０万円の補正増に

つきましては、負担金につきましてはあらかたの決算見込みがつきました

ので、３千４００万円余りの減を行いまして、当初備品購入費につきまし

てもセンターの方で発注ということで予算計上しておりましたが、実施主

体の方での備品につきましては発注ということになりましたので、組み替

えをいたしまして備品の方へこの度１千７０万円を計上したというもの

でございます。以上でございます。 
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◯松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長  ２１ページの基金管理費、基金積立金の２億６千２３３万６千円の市民

センター建設基金という内容でございます。このことにつきましては合併

前、旧吉田町におきまして市民センターの建設ということになります基金

をですね、創設をさせていただいておりました。今回の合併によりまして

市の方に持ち込みという状況の中で、１５年度末で１億２８万２千円の市

民センター建設基金の年度末をみておるとこでございます。こういう状況

の中で企画費の中にも計上させていただいておりますけども、総合文化福

祉施設の市民センター、また第２庁舎ということで、合体という方向性の

中でですね、こちらの市民センター建設基金の方を目的基金とさせていた

だいて、今回２億６千２３３万６千円をこの１億の基金の中に積立をさせ

ていただくという状況でございます。１６年度末見込みにつきましては、

３億６千２７１万８千円の基金の額を見るような見込みになっておりま

す。 

ただ、１６年度、今年度からこうした庁舎整備の着手でございますので、

当然、今後におきましてはですね、この大きなプロジェクト事業の中に今

後の予算のある限りの中ではですね、この基金にまだまだ積立をしないと

プロジェクト事業の完成ということはならないんではなかろうかと思っ

ております。そういうことで庁舎部分も含んだ市民センター建設基金の方

に充当させていただいて、基金として積立をさせていただきたいというこ

とでございますので、ご理解願いたいと思います。 

◯松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  第２庁舎等々の整備につきましてのご質問でございますが、これにつき

ましてはご質問がございましたように、まずはコンペというかたちをさせ

ていただいて、それからコンペによりまして業者決定がなされて、そして

いわゆる設計というかたちになりますが、その設計の段階で基本設計、そ

して実施設計と、こういうかたちになります。コンペにつきましてはいわ

ゆる庁舎若しくは総合文化保健福祉センター施設等々の基本的な考え方、

敷地内の配置、空間構成、大まかな機能というふうなものが、いわゆる設

計会社の方から出されてくると、こういうかたちであります。したがいま

して、きめ細かく何と何と何と何をどのぐらいの面積で入れなさいと、こ

ういうふうなかたちでのコンペではございません。それに防災上の問題で

ありますとか、バリアフリーの問題でありますとか、そういった総合的な

観点でいわゆる審査をするというかたちになります。 

基本設計に至りまして、初めてそういった大枠の建物配置の中で、どこ

にどのような機能、またはどの規模で大きさで入れ込んでいくのかという

細かいセッティングに入っていく。それに基づきましていわゆる事業費、

または壁の色を含めたですね、そういう細かいところを決めていくのが実

施設計と、こういうことになります。したがいまして、コンペをする以前

に議会の方で詰めておいていただくということにつきましては、先ほどの

中身を、コンペの仕様書の中身をご協議いただくというかたちになります。
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そういう意味で非常にザックリした大枠でのいわゆるご議論をいただく

というかたちになろうかと思います。 

じゃあ具体的に議場のかたち、またいろいろ円形であるとか、対面式で

あるとか、いろいろかたちもございますし、さらに委員会の部屋の数、さ

らに会派別のそういった待合室、そういったこと、いろいろございますけ

ども、それはいわゆる基本設計の中でいろいろ議論をいただくというかた

ちになります。そういった意味ではコンペをするということになりますと、

具体的にそういった議場のかたち、機能、等々についてですね、内部的に

はご議論をしていただいて、コンペの審査若しくは以降の基本設計に臨ん

でいただくと、こういうかたちになるんではなかろうかというふうに思っ

ております。いずれにしましてもこうした大まかなスケジュール、さらに

はコンペをする仕様書ですね、そういったことにつきましては調査特別委

員会の中で、またご議論をいただけばというふうに考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   続きまして、福祉保健部長、福田美恵子君。 

◯福田福祉保健部長  はい。２５ページの身体障害者福祉費の件でございますけども、委託料

につきましての１００万円、これは進行性筋萎縮症者措置費委託料でござ

いまして、見込みといたしまして１名ほど見込みをしております。それで

ちょっと現在何名いらっしゃるかというのは手元に持っておりませんの

で、すいません。今回の補正につきましては１名増分でございます。 

それと、償還金利子、割引料の７５４万９千円でございますけども、こ

れは昨年の国庫金をですね、国、県等につけましての精算をしましてです

ね、返還金が生じたものでございまして、障害者居宅介護支援、それとか

短期入所支援、居宅介護支援等でございます。施設訓練等支援費の補助金

でございまして、１３件を併せまして７５４万９千円の返還金が生じてお

ります。 

それと２７ページの児童手当費でございますが、扶助費の４千９３８万

５千円でございます。これは法の改正がございまして、児童手当でござい

ますが、就学前までの子どもさんに今まで児童手当が出ておりましたが、

１６年４月１日から小学校３年生までですね、手当が出るようなかたちに

なりました。それで今回大きく補正させていただきましたのが、特例がご

ざいまして、９月末までに該当者につきまして届けをすれば今回支払がで

きますという特例がございまして、今回補正をさせていただきました。そ

して計上いたしましたものが今年の４月から来年１月までの支給額でご

ざいまして、人数といたしましては９６４名該当者がございます。 

それと先ほどの身体障害者のところで、進行性筋萎縮症者の関係でござ

いますが、全体で３名いらっしゃいます。 

それから２８ページの生活保護扶助費でございますが、扶助費の１千２

５０万８千円、これは医療扶助、医療費の増によります扶助費でございま

すが、現在１０月末現在で世帯といたしまして２０９世帯、それから人数

といたしまして３６０名の該当者がございます。これも生保開始になった
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り廃止になったりというかたちで逐一動きます。そうしたかたちで、今１

０月末現在ではただ今申し上げました世帯数と人口でございます。以上で

ございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員  大まかな内容については分かりましたが、少しせっかくですからお聞き

したいと思いますが、先ほどの市営住宅使用料の高額所得者の関係でとい

うことですが、高額所得の限度額はちなみにいくらだったか、この機会で

すからお聞きしたいと思います。 

それから２１ページの基金の関係、これも理解はできましたが、名称に

ついてはこのままでいくんでしょうか。その件についての答弁がありませ

んでしたので、再度確認させていただきたいと思います。 

それと自治振興部長の答弁、非常に長くて、途中までわかっとったと思

ったら、また途中からわからなくなったと思いますが、要は庁舎特別委員

会が具体的にどこまで行った時点で発注できるんかというところを端的

にご答弁願いたいと思います。 

それから２５ページの進行性筋萎縮症ですか、名前がしっかり申し上げ

られませんので申し訳ないんですが、１名増員分がということですから５

６４万１千円と２９０万８千円、この全てが１名分の増という理解なのか、

その辺が全体では３名いらっしゃるということですよね。今回の補正は１

名増ということですが、そういう理解でよろしいんでしょうか。あとは分

かりました。以上です。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長  はい、ご指摘いただいておりますように、基金の名称と言いますのが、

３月１日に合併をさしていただき、一般会計としての特定目的基金をです

ね、旧町からいろんな角度で持ち込みをしていただいております。そうい

う状況の中で現在その基金で目的を持ってつくられておったという状況

の中では、先ほど今回の予算の中でも基金の取り崩しをさせていただいて

おりますたかみや湯の森、また美土里神楽門前湯治村、またサッカー公園

等ある中で、ある程度目的で持っておられた、そういう施設整備において

は重点的に基金を充当していくかたちだと思います。ただ、今回の市民セ

ンター、また第２庁舎の基金につきましては、この基金の中もですね、地

域福祉基金とか保健福祉推進事業基金とか、いろんな福祉に係るですね、

基金もございますので、もう少し第２庁舎と市民センター、そういう福祉

も含んだ施設でありますので、総合的にここの基金の整備をですね、もう

少し時間をかけてさせていただきたいと思っております。ご理解をお願い

したいと思っております。 

◯松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  コンペの発注でございますが、議会の方の特別委員会で必ずご議論をし

ていただかなくてはならないのは、いわゆるコンペ仕様書、とりわけ議会
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に関わる部分がございますので、したがいましてこれについてご議論、ご

確認をしていただく必要があろうかというふうに思います。それと同時に

付属としましてはコンペの審査委員会の設置並びにその委員等、議会から

も出ていただく必要があろうかと思います。そこらあたりについてご確認

をしていただく必要があろうかと思います。なお、大きな事業でございま

すので、当然特別委員会の方でこうしたことをやはり議論すべきだという

ことがあると思いますが、そこらについても十分ご指摘を受けて資料も提

出させていただきまして、議論いただければと思います。以上であります。 

◯松 浦 議 長   続きまして答弁を求めます。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  失礼いたします。１３ページの市営住宅の最高限度額ということでござ

いますが、これは住宅の規模あるいは建設年度の違いの関係で、全てとい

うわけではございませんが、近傍の家賃等の参考に、現在大体１０万円程

度ではないかというように思っております。今回積算させていただきまし

た例をとりますと、一番高い高額所得者の家賃としては、これは向原のあ

さひが丘でございますが５万９千１００円、これが出られまして新しく入

られました方が１万５千１００円ということで、こういうかたちでの差額

が生じているということでございます。よろしくお願いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   続きまして、福祉保健部長、福田美恵子君。 

◯福田福祉保健部長  はい、失礼いたします。身障者の福祉費のところで、進行性筋萎縮症者

措置費の委託料でございますが、これは１００万の２分の１の補助でござ

いまして、元２名から今回１名見込まれますので３名ということでの予算

計上でございます。 

◯松 浦 議 長   暫時休憩します。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後２時０５分 休憩 

午後２時０６分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。福祉保健部長、福田美恵子君。 

◯福田福祉保健部長  正式な名称といたしまして、進行性筋萎縮症者療養等給付費という費用

でございます。それで１ヵ月にですね、３７万円ぐらい要るわけでござい

まして、それの３ヵ月分ということで計上させていただいております。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員  再々申し訳ないんですが、ようわかりませんので再度質問しますが、住

宅の分の高額所得者というのは、かなり差があるというふうに今伺いまし

たが、今後いろいろ調整をされていくんだと思いますが、もう１つは高額

というのは所得制限ですよね、このことについても聞きたかったんですが。

ですから今後はその開きというのは、合併後いろいろ調整をしていくとい

うことになると思うんですが、その辺の調整の時期と言いますかね、そう

いった見通しというのはどの辺で持っていかれるのか、既にもう１６年度
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も終わって１７年度の予算を組むわけですが、その辺の整理というのは今

年度予定されて、１７年度に整理されるのか、その辺までお聞きしたいと

思います。 

それから２１ページの基金のことですが、時間をもらって少し整理する

という総務部長のお答えですが、私が心配するのは今回第２庁舎、それか

ら総合文化福祉施設、保健施設というかたちで名称ができておりますんで、

早い内に統一してですね、名称は後で統一をした流れで確認ができるよう

な方法だけは早くしていただきたいなと。基金については他のいろいろな

ものがあると思いますが、これも先ほど言いましたように１６年度から１

７年度になればですね、大体整理はするというのは必要ではないかなとい

う思いがしますんで、その辺も早急な取り組みをひとつご検討願いたいと

思います。 

それからその下のコンペの件ですが、発注時期は結果的にいつを見込ん

でおられるのか、これを再確認をさせていただきたいと思います。 

進行性筋萎縮症については３７万かけ３ヵ月で約１００万ちょっとで

すが、ですからもう少し５００いくら、２００いくらの３００万近い費用

の中で、ちょっと私が理解が遅いんかもしれませんが、その中に１００万

ぐらいが入っとるんだと思いますが、他のものは何なんですか。その辺の

もう少し中身を分析した説明をお願いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   まず、建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  住宅の収入の限度額、公営住宅の限度額ということで、少し私が他なご

説明をしたようですが、基本的には公営住宅の収入の限度額は２０万から

４０万ということで入っていただくわけでございますが、入っておられる

中で段々収入が多くなったりした場合に高額所得者ということが出て参

ります。基本的には高額所得者につきましては、基本的に出ていただく、

あるいは特定賃貸住宅というのがございますので、そういう住宅というの

が我々の方の指導ということになっております。 

調整の時期につきましては、大体合併後３年以内に調整をするというこ

とで、今随時やっているところでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長  基金の名称につきましては、先ほどからご指摘いただいておりますよう

に、第２庁舎・総合文化福祉保健施設という事業の中で、仮称ということ

で進んでおりますが、そういうところの名称のある程度の確定できますと、

そういうものとしてその基金の方もその整合させていただいて、１つのプ

ロジェクト事業としての基金というものの管理をですね、させていただき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   引き続き、自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長  コンペの発注時期でございますけども、基本的には今年度中に設計の業

務委託というとこまでいきたいという気持ちでおりますので、したがいま

してそれから逆算していきますと、概ね１月の中旬前後には発注というか

たちで事を進めて参りたいというふうに考えております。以上であります。 
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◯松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。福祉保健部長、福田美恵子君。 

◯福田福祉保健部長  はい。どうもすみませんでした。内訳でございますけども７５４万９千

円の償還金のところですね、それで右側にございます説明の欄にあります

身体障害者支援費事業費の５６４万１千円、これが返還金です。それと身

体障害者福祉事業費の中の２９０万８千円の内、１００万円は委託料の方

に、今の進行性筋萎縮症者措置委託料の方へ入りまして、あと差額分が１

９０万８千円が身体障害者福祉事業費の返還金でございます。内訳といた

しまして。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員  ４１ページ、教育費の保健体育費、その中の３番、３目目体育施設費で

ここの説明の中にですね、体育施設管理運営費という項目で３つほど体育

施設運営管理費、体育施設運営管理費と分かれてるんですけど、これは何

か違うんでしょうか。その中でまた体育施設の管理費として８８０万、総

合運動場でグランドとまたその次にプールとあるんですけど、これは場所

はどちらになるのか、お伺いします。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対して答弁を求めます。教育次長、杉山俊之君。 

◯杉山教育次長   体育施設費の関係でございますけど、体育施設管理費につきましてはサ

ッカー公園の関係でございます。それから総合運動場につきましてもサッ

カー公園でございますが、施設管理費は管理棟の関係でございます。それ

から総合運動公園につきましては、サッカー公園あるいは甲田、八千代、

吉田の別な施設あるいは甲田町の小原の多目的広場とか、甲立の広場です

ね、そういうものも含まれておるわけでございます。以上です。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員  それでは全てが含まれるということなのかなというふうに取ったんで

すけど、今のちょっと答弁よく分からなかったので、再質問させていただ

きますけど、体育施設管理費がサッカー公園の管理棟ということだったと

思いますけど、総合運動場、グランド、プールにおいてですね、何ヵ所か、

数で教えていただけますか。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。教育次長、杉山俊之君。 

◯杉山教育次長   体育施設の総務管理費の関係は、サッカー公園の管理棟でございます。

それから総合運動場につきましては吉田サッカー公園のグランドでござ

います。グランドにつきましては甲田、八千代、美土里、吉田でございま

す。それからプールの関係でございますが、プールにつきましてはそれぞ

れ各町にあります社会体育関係のプールでございます。甲田で申しますと

小原プールとか、小田東プールあるいは甲立プール等の施設でございます。

数につきましてはちょっと手元に資料がございませんので、後ほどお知ら

せをいたします。 



 48

◯松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第８３号、平成１６年度安芸高田市一

般会計補正予算(第４号)の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

◯松 浦 議 長   ここで、１４時３０分まで休憩をさせていただきます。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後２時１８分 休憩 

午後２時３０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１５ 議案第８４号 平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別会計 

補正予算（第２号） 

◯松 浦 議 長   休憩前に引き続きまして、再開いたします。 

日程第１５、議案第８４号、平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第８４号、平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予算

(第２号）、提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億５千７４１

万４千円を追加し、歳入歳出それぞれ３３億８千８４７万９千円とするも

のでございます。 

歳入につきましては、国庫支出金５千９６５万円、療養給付費等交付金

１億９千３１５万円、繰入金４６１万４千円をそれぞれ追加するものでご

ざいます。 

歳出につきましては、総務費４７４万円、保険給付費３億１千４１５万

円、保健事業費６０万７千円をそれぞれ追加し、予備費６千２０８万３千

円を減額するものでございます。以上よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 
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◯福田福祉保健部長  議長。 

◯松 浦 議 長   福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長  はい。それでは議案第８４号、平成１６年度安芸高田市国民健康保険特

別会計補正予算(第２号）につきまして、要点の説明を申し上げます。 

今回補正させていただきましたのは、今年度の上半期の実績を元に、下

期の医療費推計をした補正予算でございます。 

それでは事項別明細書の６ページをお願いいたします。まず、款３国庫

支出金、項１国庫負担金、目２の療養給付費等負担金でございますが、現

年度分といたしまして４千７７２万円の増額でございます。これは一般被

保険者医療費に対する国からの負担金でございます。内訳といたしまして

一般被保険者療養給付費が１億１千１３０万円の４０％の４千４５２万

円でございます。それと一般被保険者高額療養費の８００万円の４０％の

３２０万円でございます。 

次に款３、項２の国庫補助金、目１の財政調整交付金でございますが、

普通調整交付金１千１９３万円の増額でございます。これは一般被保険者

の医療費に対する国からの補助金でございます。内訳といたしまして、一

般被保険者療養給付費１億１千１３０万円の１０％の１千１１３万円、一

般被保険者高額療養費８００万円の１０％の８０万円でございます。 

次に款５療養給付費等交付金でございますが、目の療養給付費等交付金、

現年度分といたしまして１億９千３１５万円の増額補正でお願いしてお

ります。これは退職被保険者の医療費に対する支払基金からの交付金でご

ざいます。内訳といたしまして、退職被保険者等療養給付費１億６千８７

５万円、退職被保険者等療養費１４０万円、退職被保険者等高額療養費２

千３００万円でございます。 

次に７ページをお願いします。款９の繰入金で項１の他会計繰入金、目

１の一般会計繰入金、保険基盤安定繰入金で４６１万４千円でございます。

これは職員給与費等の繰入金でございます。 

次に歳出に移りたいと思います。８ページをお願いします。款１の総務

費、項１総務管理費、目１の一般管理費４７４万円の増額補正をお願いし

ております。主なものといたしましては人件費等でございます。１３節委

託料のところの３６２万６千円の増額でございますが、これは連合会への

共同処理委託料１００万円、それと高額療養費システム業務委託料２５０

万円、高額療養費システム保守委託料として１２万６千円でございます。 

次に款２の保険給付費、項１の療養諸費でございますが、目１の一般被

保険者療養給付費、１９節負担金補助及び交付金でございますが、医療費

の上半期の実績によりまして下半期を推計した結果、医療費が見込まれま

すので増額したものでございます。 

以下、目２の退職被保険者等療養給付費でございますが、これも負担金

補助及び交付金といたしまして１億６千８７５万円でございます。それと

目３の一般被保険者療養費を１７０万円をお願いしております。それから

４目の退職被保険者等療養費も１４０万円でございます。 
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それから次のページ、９ページの款２の保険給付費の高額療養費でござ

いますが、目１の一般被保険者高額療養費８００万円、２目の退職被保険

者等高額療養費として２千３００万円の増額をお願いしておりますが、こ

れも医療費の増加が見込まれますので、増額いたしたものでございます。 

次に款６の保健事業でございますが、保健事業１目の保健衛生普及費６

０万７千円をお願いをしております。賃金として５０万４千円の増額でご

ざいますが、これは医療費通知等を出したりするための臨時職員の賃金等

でございます。それと１１節の需用費の１０万３千円でございますが、こ

れは体脂肪計の修理費等でございます。 

次に１０款の予備費、１目の予備費でございますが、予備費の方を減額

といたしまして６千２０８万３千円の減でございます。 

１１ページは給与費の明細でございますのでご覧いただけたらと思い

ます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員  １０番、熊高です。歳出の関係で、ページで言いますと８ページでござ

いますけど、一般管理費の職員の手当等、増えておりますが、これは事業

が大ざっぱに言えば１０％ぐらい増えとるんかなという気がしますけど

も、それに応じたように増えとるんかなという気がしますが、これから出

る他の特別会計も同じように時間外とか、そういったものがかなり出てき

ております。今後そういった見直しをしていこうという方向へ向かう中で

ですね、こういったかたちで時間外手当とか、いろんな手当がたくさん出

てくるという状況があります。先ほどの一般会計の方は時間外というのは

数字的にはあまり出ておりませんけども、特別会計は特にそういうかたち

で時間外手当等がずいぶんこれからの特別会計も出てくるんですが、こう

いった方向ということが改善をされることはないのかどうか、まずお伺い

したいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長  はい。国保の職員手当のところでございますけども、超勤、時間外勤務

手当の方がちょっと６町の方が、今まで１町、１町でやってたのが、６町

がやりますと、膨大な事務作業がございます。そうした中で報告ものと、

早く医療費も住民の方にですね、支払もしてあげなければならないという

こともございますし、事務をスムーズに遂行するために努力しておるわけ

でございますけども、人数的にですね、先般１０月から職員も１名ほど国

保会計の所に配置をしていただいたという経緯もございますし、できるだ

け時間外はしないように、みんなで手分けをしてするという方向では常に

申しておりますけども、現在少し足りない部分をこうしたかたちでお願い

したということでございます。 

将来に向かっては、やはりそうしたかたちで経費を少なくするというか
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たちでの取り組みをする必要があると考えております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員  部長のおっしゃることは理解できないことはないんですが、これはこれ

から後の特別会計にも関わってくることでもありますんで、いちいちその

ことを挙げて質問をするというのはどうかと思いますんで、この際、今後

行財政改革を進めていくという立場でですね、三役の皆さんなり、あるい

は総務部長なり、そこらの管理の方向とか、そういうことも含めてですね、

後の特別会計のことも含めてですね、ご答弁いただければと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長  時間外等の関係を総括的にご説明させていただきたいと思っておりま

す。福祉保健部におきましては、３月１日の合併のスタートいたしまして、

保健医療課に２係でいろいろ事務を対応させていただきました。１０月の

異動の中で、国保係と福祉医療係、健康増進、２係を３係にある程度充実

をさせていただいて、その経過につきましてはですね、非常に合併前にお

ける国保会計と老人事業会計、各町それぞれ１つずつ持って、６つをです

ね、総括的に支所から全部本所を管理機能にしております。そういうこと

で、１係の人が本所の職員で全部１２の会計をですね、総括的に実施して

いた経過がございます。そういう状況の中で総括事務を管理するというの

は保健医療なり、ここへ福祉医療ということで、国保会計の方と老人医療

会計の方で役割をですね、２つに分離させていただいた経過がございます。 

ただ、職員をじゃあ全部そこですぐ対応できるかということは、中途の

期間でもございますので、完璧な対応というのは職員対応は貼り付けをし

てないのが事実でございます。そういう特別会計につきましては、旧町に

おかれてはですね、担当者が２人ないし３人が１会計を持っていたことで

あろうかと思っております。 

総括的に時間外の考え方につきましては、各部長の会議の中でもですね、

その日に５時に終わりますと、その時間外の計画表というのをですね、係

また課、そういうチェック体制でもってですね、事務執行をしていこうじ

ゃないかと。ただ係だけでやれば３時間かかるものが、全体の課の中でで

すね、持っていけば１時間で済むかもわかりません。そういうその部、課、

係、それと連携を取りながらですね、できるだけ担当者だけの仕事という

ことでなしに、全体の部の仕事の中、また課の仕事の中ということで、調

整をしていただきたい。そういうとこで指示をさせていただいとるとこで

ございます。 

３月１日いろいろ新しい事業の中でもスタートさせていただいており

ますけども、そうした来年度へ向けてのですね、そういうところの適正配

置ということも、そういうような角度では検討していかなくてはならない

ところがあろうかと思います。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 
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◯金 行 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １２番、金行哲昭君。 

◯金 行 議 員  はい。ちょっと１点ほど、９ページの保険給付費の退職者保健高額医療

費の関係で２千３００万の補正ですよね、あれは補正前は４千５００万で、

２千３００万の医療費の補正をちょっと言われたんですが、そこらをもう

ちょっと詳しくお聞きしたいんですが。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長  はい。９ページの退職被保険者等高額療養費でございますけども、２千

３００万円の補正なんですが、これは退職被保険者の高額医療費の医療費

分でございます。上半期の精査しまして下半期へ向けての見込みですね、

見込みを出しまして２千３００万高額療養費が必要であるということで

予算計上させてもらっております。 

◯金 行 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １２番、金行哲昭君。 

◯金 行 議 員  上半期、下半期、別々に考える、これはわからんというところで、ちょ

っと補正にしちゃあ重みが大きすぎるような気がするんですが、あれは分

かれるからという理解をしてもいいんですかね、上半期、下半期というこ

とで。それとも、あこでバッっと増えたいうことで理解させてもらっても

いいんですか。比率として多いですよね。そこらがどうなっとるんかなと。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長  はい。上半期、下半期、今まで７ヵ月ですね、今現在まで医療費を支払

をしております。そうした中でやはり高額療養費の方の伸びがちょっと多

いんですよ。いうことで、見込みとさせていただいております。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第８４号、平成１６年度安芸高田市国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１６ 議案第８５号 平成１６年度安芸高田市老人保健特別会計 

                             補正予算（第２号） 

◯松 浦 議 長   日程第１６、議案第８５号、平成１６年度安芸高田市老人保健特別会計

補正予算（第２号）の件を議題といたします。 
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この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第８５号、平成１６年度安芸高田市老人保健特別会計補正予算の提

案理由の説明を行います。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３千９０５万円

を追加し、歳入歳出それぞれ５７億４千６４５万３千円とするものでござ

います。 

歳入につきましては、支払基金交付金２千４１０万２千円、国庫支出金

９９６万６千円、県支出金２４９万１千円、繰入金２４９万１千円をそれ

ぞれ追加するものでございます。 

歳出につきましては、医療諸費３千９０５万円を追加するものでござい

ます。以上よろしくお願いをいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯福田福祉保健部長  議長。 

◯松 浦 議 長   福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長  はい。それでは、議案第８５号安芸高田市老人保健特別会計補正予算(第

２号）につきましての要点説明を申し上げます。 

これも、今年度の上半期と申しましたけども、今年に入ってからの支払

の実績をもとにですね、これから先の医療費を推計した補正予算でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

まず歳入についてご説明をいたします。６ページをお開き下さいませ。

款１の支払基金交付金の目１医療費交付金の現年度分でございますが２

千２４２万４千円の増額でございます。医療費に対する支払基金からの交

付金でございます。 

次に目２の審査支払手数料交付金でございますが、現年度分として１６

７万８千円の増額でございます。１万４千４４０件分のレセプト審査手数

料として支払基金からの交付金でございます。これは基金の方から全額支

払われるものでございます。 

それと次に款２の国庫支出金、国庫負担金でございますが、１目の医療

費負担金９９６万６千円でございます。現年度分でございますけども、こ

れも医療費に対する国庫負担金でございます。補助率約２６.６％のもの

でございます。 

次に款３の県支出金の県負担金の医療費負担金として現年度分２４９

万１千円の増額でございます。これも医療費に対する県の負担金でござい

ます。 

続きまして７ページの方をお願いいたします。款４の繰入金、一般会計

からの繰入金でございますが２４９万１千円の増額でございます。これは

安芸高田市負担金分として医療費への一般会計からの繰入金でございま
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す。 

次に歳出に移りたいと思います。８ぺージをご覧いただきたいと思いま

す。款１の医療諸費、目の医療給付費でございますけども、節の扶助費４

千１４万５千円の増額でございます。これは歳入の方でも説明いたしまし

たが、今年度の医療費の見込みを出しまして、推計した結果、この金額を

お願いしとるものでございます。支払先は国保連合会及び社会保険診療報

酬支払基金でございます。 

それから目２の医療費支給費の扶助費でございます。２７７万２千円の

減額でございます。これは事業量より減ることが推測されるために減額し

たものでございます。これはコルセットや柔道整復施術料等の現金給付す

るものでございます。それから目３の審査支払手数料１６７万７千円の増

額でございますが、医療費の増額に伴いましてレセプトの審査支払手数料

でございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第８５号、平成１６年度安芸高田市老

人保健特別会計補正予算（第２号）についての件を起立により採決いたし

ます。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１７ 議案第８６号 平成１６年度安芸高田市介護保険特別会計 

補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第１７、議案第８６号、平成１６年度安芸高田市介護保険特別会計

補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第８６号、平成１６年度安芸高田市介護保険特別会計補正予算（第

１号）、提案理由の説明を申し上げます。 
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本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８千６６７万７

千円を追加し、歳入歳出それぞれ２９億７千４３７万１千円とするもので

ございます。 

歳入につきましては、国庫支出金が３千２８７万６千円、支払基金交付

金３千２４６万２千円、県支出金９８７万５千円、繰入金１０４万２千円、

繰越金１千４２万２千円をそれぞれ追加するものでございます。 

歳出につきましては、総務費が４３万円、保険給付費が７千９００万円、

諸支出金５０５万４千円、予備費２１９万３千円をそれぞれ追加するもの

でございます。以上よろしくお願いをいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯福田福祉保健部長  議長。 

◯松 浦 議 長   福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長  はい。それでは議案第８６号、平成１６年度安芸高田市介護保険特別会

計補正予算（第１号）についての要点のご説明を申し上げます。 

この介護保険につきましての、これまで介護給付をしてきたものを元に

しまして、今後見込まれる給付費を計上させていただいております。 

６ページをお開き下さいませ。款４国庫支出金、項１の国庫負担金の１

目介護給付費負担金でございますが、２千４万８千円の増額補正をいたし

ております。これは介護給付費の増額に伴う現年度分介護給付費負担金と

して増額するものでございます。同じく４款の項２の国庫補助金でござい

ますけども、１目の調整交付金６４８万５千円の増額補正でございます。

これも介護給付費増額に伴います、現年度分財政調整交付金を増額補正す

るものでございます。目３の国庫補助金でございますが６３４万３千円増

額いたしまして６３４万４千円とするものでございます。内訳は保険者機

能強化特別対策補助金として増額補正するものでございます。内容は介護

報酬離島等加算地域に該当する地域に、加算対象の介護サービス事業所が

ある場合、その事業所に支給されます介護報酬が加算されることとなり、

介護給付費がその分増額となって、ひいては第１号被保険者の保険料に算

定することとなります。この加算制度によりまして、保険料が高く設定さ

れないよう、保険料に算定された部分に相当する額を補助金として国が交

付するものでございます。 

次に款５の支払基金交付金の１目の介護給付費交付金でございますが

３千２４６万２千円のお願いをしております。内訳といたしまして介護給

付費増額に伴います現年度分介護給付費交付金として増額するものでご

ざいます。 

次に款６の県支出金の県負担金、目１の介護給付費負担金でございます

が９８７万５千円の補正をお願いしております。これも現年度分介護給付

費の負担金の増額補正をするものでございます。 

次の款９の繰入金、基金繰入金といたしまして、１目の介護給付費準備

基金繰入金といたしまして１０４万２千円をお願いをしております。これ
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は介護給付費の増額に伴いまして第１号被保険者の保険料部分として繰

り入れるものでございます。 

次に項２の一般会計からの繰入金、目２の事務費繰入金でございますが、

節の方の件を７７万３千円、そして事務費の繰入金を減額で７７万３千円

の相殺をいたしております。 

次に８ページの１０款の繰越金でございますが、１千４２万２千円、こ

れは前年度の繰越金でございます。 

次に９ページの方をお願いします。歳出でございますが、款１の総務費、

総務一般管理費の一般管理費でございますが、１２０万３千円増額をお願

いいたしております。主なものといたしましては１３節の委託料でござい

ますが、これは第３期介護保険事業計画作成に係ります給付データの給付

分析を業務委託するものでございます。 

次に項３の介護認定審査会費でございます。ここにつきましては、それ

ぞれ不要額を減額したものでございます。 

次に１０ページをお願いいたします。款２の保険給付費、項１の介護サ

ービス等諸費でございますが、これは要介護１から要介護５と認定された

方に対する介護給付に係る経費でございます。目１の居宅介護サービス給

付費でございますが、３千７００万円の増額をお願いしております。それ

と３目の施設介護サービス給付費でございますが、４千２００万円の増額

をお願いしております。これはいずれも介護給付費の増に伴います増額補

正をするものでございます。 

次に款５の諸支出金、項１の償還金及び還付加算金の２目の償還金でご

ざいますが４８５万４千円、これは過年度の介護給付費負担金等の返還金

でございます。 

次の款６予備費でございますが、予備費として２１９万３千円の補正を

お願いしております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第８６号、平成１６年度安芸高田市介

護保険特別会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１８ 議案第８７号 平成１６年度安芸高田市公共下水道事業 

                          特別会計補正予算（第２号） 

◯松 浦 議 長   日程第１８、議案第８７号、平成１６年度安芸高田市公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第８７号、平成１６年度安芸高田市公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）、提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４７０万６千

円を追加し、歳入歳出それぞれ５億４千３８万８千円とするものでござい

ます。 

歳入につきましては、繰入金４７０万６千円を追加するものでございま

す。 

歳出につきましては、総務費４７０万６千円を追加するものでございま

す。 

次に地方自治法第２１４条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使

用できる事業として１億９千４００万を繰越明許費とするものでござい

ます。以上よろしくご審議の上、適当なる議決をお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長  議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  議案第８７号、平成１６年度安芸高田市公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）について、要点のご説明を申し上げます。 

議案の７ページをお願いいたします。歳入でございますが、６款の繰入

金で一般会計繰入金としまして４７０万６千円を追加させていただくも

のでございます。 

次に歳出でございますが、８ページをお願いいたします。１款総務費、

１項総務管理費の一般管理費では、職員人件費などで１９８万７千円、公

課費では消費税の確定見込みに伴い、２７１万９千円の併せて４７０万６

千円を追加させていただきたいとするものでございます。 

２款施設費、２項施設建設費でございますが、事業の精算見込みに伴い

まして、水道管移設費を工事請負費に組み替えをさせていただいたもので

ございまして、補正額としてはございません。 

それでは戻っていただきまして４ページをお願いいたします。４ページ

の第２表、繰越明許費でございますが、施設建設費の吉田処理区公共下水

道事業の管工事など１億９千４００万円を翌年度へ繰り越すことで計上

させていただいております。以上でございます。 
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◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第８７号、平成１６年度安芸高田市公

共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の件を起立により採決いたしま

す。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１９ 議案第８８号 平成１６年度安芸高田市特定環境保全 

公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

◯松 浦 議 長   日程第１９、議案第８８号、平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共

下水道事業特別会計補正予算（第２号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第８８号、平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）の提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１千４２５万８

千円を追加し、歳入歳出それぞれ９億１千７９７万６千円とするものでご

ざいます。 

歳入につきましては、繰入金１千３７８万４千円、諸収入４７万４千円

をそれぞれ追加するものでございます。 

歳出につきましては、総務費６５４万８千円、施設費７７１万円をそれ

ぞれ追加するものでございます。 

次に、地方自治法第２１４条第１項の規定により、翌年度に繰り越して

使用できる事業といたしまして、２地区の処理区整備事業総額で２億５千

５００万円を繰越明許費とするものでございます。 

よろしくご審議の上、議決をいただきますようお願い申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長  議長。 
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◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  議案第８８号、平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）についての要点のご説明を申し上げます。 

議案の７ページをお願いいたします。まず歳入でございますが、６款の

繰入金に一般会計繰入金といたしまして１千３７８万４千円。 

８款諸収入としまして消費税の還付金４７万４千円を追加させていた

だきたいとするものでございます。 

歳出でございますが、８ページをお願いいたします。１款総務費、１項

総務管理費の一般管理費でございますが、職員の人件費等で６５４万８千

円を追加させていただいております。 

２款施設費、１項施設管理費でございますが、甲田処理区におきまして、

マンホールポンプ水位計取替え工事などで８４万円、向原処理区で電気代

及び施設の修繕料、また汚泥処理手数料等と維持管理工事費などで、併せ

まして６８７万円を計上させていただいておりまして、総額で７７１万円

でございます。 

次に施設建設費でございますが、事業の精算見込みに伴いまして施設内

での事業費の調整を行わせていただいておりまして、各処理区ごとで吉田

処理区では業務委託料が２００万円の減額、八千代処理区でも工事請負費

などで３千１５０万円、併せまして３千３５０万円を減額し、甲田処理区

において工事請負費などで３千３５０万円の追加をしておりまして、補正

額としましてはゼロ円でございます。 

次に４ページをお願いいたします。第２表繰越明許の補正でございます

が、八千代処理区特定環境保全公共下水道整備事業で１億８９０万、甲田

処理区特定環境保全公共下水道整備事業で１億４千６１０万円のそれぞ

れの事業費を翌年度へ繰り越しをさせていただきたいということで、併せ

まして２億５千５００万円を追加をさせていただいております。以上でご

ざいます。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯亀 岡 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   ２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員   繰越明許費についてお尋ねいたしますが、この理由というのはできなか

ったので繰り越すわけですけども、どれぐらいの進捗率で、またその繰り

越しをしなければならなかった事情ですね、そういったことをお伺いしま

す。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  ただ今のご質問でございますが、八千代処理区におきましても現在工事

を進めておるとこでございまして、まだ全般的に進捗が伸びていないのが

現状でございます。進捗につきましては後ほどご説明を申し上げます。ま

た、甲田処理区におきましても同様に管路工事等で進捗が伸びてないとい

うのが現状でございまして、進捗率は少し時間をいただきたいと思います。 
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特に国との国道管理等の許可にかなり時間を要しておるというのが大

きな問題でございます。１６年度の執行予算が２億９千３００万程度の予

定でございます。総事業費では５億４千８００万程度ということで、約半

分程度は１６年度で実施ということでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員  ８ページの歳出のこれも人件費ですが、確認の意味で聞かせていただき

ますが、１目の一般管理費、人件費が６５４万８千円増えておりますが、

この内容についてご説明願います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  ６５４万８千円の内、給与関係が５２５万円で時間外勤務手当といたし

まして１２２万８千円、扶養手当が７万８千円ということで、それぞれ増

額をさせていただいたものでございます。 

今の特に時間外勤務手当等に関しましては、事業費、これは予算をご可

決いただきまして、その後設計等を行う期間、非常に申請事務に時間を要

したと。また発注時期が集中したということでかなりの人件費が要ったと

いうのが現状でございます。 

◯熊 高 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員  時間外については分かりますが、給料が増えたというのはどういうこと

でしょうか。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  大変申し訳ございません。給料の関係につきましては施設建設費の方で

みていた、補助事業でみていたものを、総務管理費の方へ振替をさせてい

ただいた関係で、額が総務管理費の一般管理費の方へ計上させていただい

たというものでございます。 

◯熊 高 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員  振り替えたということは分かりましたが、どうしてそういうふうになっ

たのか、もう少し丁寧に、分かるように説明して下さい。 

◯松 浦 議 長   ちょっと休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後３時２０分 休憩 

午後３時２１分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   休憩を閉じまして再開をいたします。 

他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 
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◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第８８号、平成１６年度安芸高田市特

定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の件を起立により

採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２０ 議案第８９号 平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業 

特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第２０、議案第８９号、平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第８９号、平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）でございます。提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１千４９９万６

千円を追加し、歳入歳出それぞれ９億６千７４１万２千円とするものでご

ざいます。 

歳入につきましては、県支出金５２４万円、繰入金３４０万４千円、繰

越金２７万２千円、諸収入４５８万円、市債１１０万円をそれぞれ追加す

るものでございます。 

歳出につきましては、総務費１７２万３千円、施設費１千３００万１千

円、諸支出金２７万２千円をそれぞれ追加するものでございます。 

次に、地方自治法第２１４条第１項の規定により、翌年度に繰り越して

使用できる事業として、２地区の整備事業１億８千８７４万３千円を繰越

明許費とするものでございます。 

また、地方債の補正につきましては、その借り入れ限度額を１億６６０

万円と定めるものでございます。以上よろしくお願いをいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長  議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  議案第８９号、平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）について、要点のご説明を申し上げます。 
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８ページをお願いいたします。歳入でございますが、４款県支出金、１

項県補助金の農業集落排水事業県補助金といたしまして５２４万円追加

をさせていただいております。 

６款繰入金で一般会計繰入金といたしまして３８０万４千円。 

７款繰越金では２７万２千円を、８款諸収入では消費税の還付金といた

しまして額の確定見込みから４５８万円を追加をさせていただいており

ます。 

９款市債では下水道債を１１０万円追加をお願いしております。 

次に歳出でございますが、１０ページをお願いいたします。１款の総務

費、１項総務管理費では職員の人件費など併せまして１７２万３千円を計

上させていただいております。 

それから２款施設費の１項施設管理費では、八千代処理区で保守点検業

務委託料、施設の維持管理、修繕工事など２３３万円を、甲田処理区では

汚泥運搬手数料など２万７千円、向原処理区では電気代、修繕費、並びに

汚泥汚水料など２５６万４千円の、併せて４９２万１千円を追加をさせて

いただいております。 

次に２項施設建設費でございますが、吉田処理区の事業精算見込みに伴

いまして、委託料を５１２万７千円減額させていただくとともに、管路工

事で５４３万７千円、また水道移転費で７４１万円で、処理区総額では８

０８万円の追加をお願いさせていただくものでございます。 

１１ページの諸支出金につきましては、１５年度の精算分として２７万

２千円を一般会計へ繰り出すものでございます。 

それでは４ページをお願いいたします。第２表の繰越明許費の補正でご

ざいますが、入江地区の農業集落排水事業で、１億３千８２３万１千円、

また向井原地区農業集落排水整備事業で５千５１万２千円、併せて１億８

千８７４万３千円を次年度に繰り越しをさせていただきたいとするもの

でございます。入江地区につきましては、管路工事、あるいは施設工事で

ございます。向井原地区につきましては施設の工事でございます。 

次に５ページをお願いいたします。第３表の地方債の補正でございます

が、農業集落排水事業につきまして、補正前の額に１１０万円を追加し、

限度額を１億６６０万円とさせていただきたいとするものでございます。

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯渡 辺 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １９番、渡辺義則君。 

◯渡 辺 議 員   １２ページの給与費明細書の説明がなかったと思うんですが、職員数、

補正前、補正後７名ということで内容が変わっておりますが、この件につ

いて説明をお願いしたい。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長  給与費の明細につきましては総括的な管理をまだ総務の方で所管をさ
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せていただいております。今回の先ほど来の５０万円の減額の８８号の関

連的なところから説明をさせていただきますと、今の農業集落排水、また

次の行に伴います浄化槽整備事業の特別会計の補正の内容につきまして

は、総括的にその建設部の方の各担当者のですね、入れ替えによりまして

事業費対応分の調整の中で、今回の人件費相当額を微調整をさせていただ

いたということで、ご理解をお願いいたしたいと思っております。よろし

くお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第８９号、平成１６年度安芸高田市農

業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたし

ます。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２１ 議案第９０号 平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業 

特別会計補正予算（第２号） 

◯松 浦 議 長   日程第２１、議案第９０号、平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業特

別会計補正予算（第２号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第９０号、平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計補正予

算（第２号）、提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１８万９千円

を追加し、歳入歳出それぞれ３億４千８０１万２千円とするものでござい

ます。 

歳入につきましては、繰入金１１８万９千円を追加するものでございま

す。 

歳出につきましては、総務費１１８万９千円を追加するものでございま

す。 

以上よろしくご審議の上、議決をいただきますようにお願い申し上げま
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す。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長  議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  議案第９０号、平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計補正予

算（第２号）の要点のご説明を申し上げます。 

６ページをお願いいたします。６款の繰入金でございますが、一般会計

からの繰入金として１１８万９千円をお願いするものでございます。 

歳出でございますが、次のページをお願いいたします。１款総務費、１

項総務管理費の一般管理費では、職員の人件費等で給与で１７万７千円、

職員手当で５２万４千円、共済費３万３千円、それぞれ人件費に係るもの

が７３万４千円でございます。また、公課費といたしまして、消費税の確

定見込みに伴いまして４５万５千円の、併せて１１８万９千円の追加をお

願いするものでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第９０号、平成１６年度安芸高田市浄

化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）の件を起立により採決いたしま

す。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２２ 議案第９１号 平成１６年度安芸高田市簡易水道事業 

特別会計補正予算（第２号） 

◯松 浦 議 長   日程第２２、議案第９１号、平成１６年度安芸高田市簡易水道事業特別

会計補正予算（第２号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第９１号、平成１６年度安芸高田市簡易水道事業特別会計補正予算
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(第２号）、提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１千６４６

万９千円を追加し、歳入歳出それぞれ１９億７千６１１万４千円とするも

のでございます。 

歳入につきましては、分担金及び負担金１千６１２万８千円、繰入金２

千５１３万４千円、市債７千９３０万円をそれぞれ追加し、諸収入４０９

万３千円を減額するものでございます。 

歳出につきましては、施設費１億２千１５２万４千円を追加し、総務費

５０５万５千円を減額するものでございます。 

また、地方債の補正につきましては、その借り入れ限度額を５億１千３

６０万円と定めるものでございます。以上よろしくお願いをいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長  議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長  議案第９１号、平成１６年度安芸高田市簡易水道事業特別会計補正予算

(第２号）について、要点のご説明を申し上げます。 

７ページをお願いいたします。歳入でございますが、１分担金及び負担

金で丹比、可愛地区の簡易水道の新規加入見込み１９２戸分の加入分担金

として１千６１２万８千円を計上させていただいております。 

６款繰入金では一般会計の繰入金から２千５１３万４千円を追加をさ

せていただいております。 

８款諸収入では、消費税の確定見込みに伴いまして消費税還付金を４０

９万３千円減額をさせていただきたいとするものでございます。 

次の８ページをお願いいたします。９款市債では簡易水道事業債といた

しまして７千９３０万円を追加させていただきたいとするものでござい

ます。 

歳出でございますが、９ページをお願いいたします。１款総務費、１項

総務管理費の一般管理費では、職員の人件費といたしまして、職員手当等

で２４０万５千円の追加を、また吉田給水区では消費税の額の確定に伴い

まして、７４６万円の減額、併せまして５０５万５千円の減額をお願いす

るものでございます。 

２款施設費、１項施設管理費では、簡易水道施設管理運営費といたしま

して、水道法の一部改正によりまして各簡易水道の浄水場ごとの水質検査

計画の策定が義務付けられました。その委託料といたしまして２４３万円、

また八千代給水区では漏水修理など、併せまして３１０万５千円を、美土

里給水区では同じく漏水修理などで３０万円を。高宮給水区では県の住宅

供給公社が分譲しておりましたれんげガーデン団地の水量不足の対応工

事といたしまして、管路工事などで１３０万を。また甲田給水区では糘地

の簡易水道の修繕費として８２万９千円、向原給水区では電気代や修繕費

など併せまして３５６万円をそれぞれ追加をさせていただき、総額で１千
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１５２万４千円の増額をお願いするものでございます。 

１０ページをお願いいたします。２款の施設建設費では１億１千万の増

額で、吉田給水区で事業費精算見込みに伴いまして、委託料で１千４１９

万５千円を減額させていただいております。また工事請負費では管路埋設

を道路に行っておりますが、開設管路各戸への排水管工事と本管工事とを

併せて行い、経費等の節減と早期給水を図るために、丹比、可愛地区に簡

易水道の３０７戸分の給水主管の工事及び消火栓申請工事など併せまし

て１億２千４１９万５千円の工事請負費を増額していただいております。 

４ページをお願いいたします。地方債の補正でございますが、簡易水道

の事業として補正前の額へ７千９３０万円を追加し、起債総額を５億１千

３６０万円とさせていただきたいとするものでございます。以上でござい

ます。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第９１号、平成１６年度安芸高田市簡

易水道事業特別会計補正予算（第２号）の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

５０分まで、１０分間ほど休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後３時４０分 休憩 

午後３時５０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２３ 認定第５１号 平成１５年度安芸高田市一般会計決算の認定について 
日程第２４ 認定第５２号 平成１５年度安芸高田市国民健康保険特別会計 

決算の認定について 

日程第２５ 認定第５３号 平成１５年度安芸高田市老人保健特別会計 

決算の認定について 

日程第２６ 認定第５４号 平成１５年度安芸高田市介護保険特別会計 

決算の認定について 
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日程第２７ 認定第５５号 平成１５年度安芸高田市介護サービス特別会計 

決算の認定について 

日程第２８ 認定第５６号 平成１５年度安芸高田市公共下水道事業特別会計 

決算の認定について 

日程第２９ 認定第５７号 平成１５年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業 

特別会計決算の認定について 

日程第３０ 認定第５８号 平成１５年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計 

決算の認定について 

日程第３１ 認定第５９号 平成１５年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計 

決算の認定について 

日程第３２ 認定第６０号 平成１５年度安芸高田市簡易水道事業特別会計 

決算の認定について 

日程第３３ 認定第６１号 平成１５年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計 

決算の認定について 

日程第３４ 認定第６２号 平成１５年度安芸高田市八千代根野地区土地改良事業 

特別会計決算の認定について 

◯松 浦 議 長   それでは休憩前に引き続き、再開します。 

日程第２３、認定第５１号、平成１５年度安芸高田市一般会計決算の認

定についての件から、日程第３４、認定第６２号、平成１５年度安芸高田

市八千代根野地区土地改良事業特別会計決算の認定についての件まで１

２件を一括議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

本１２件について、提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   認定第５１号から第６２号まで、議案名は平成１５年度安芸高田市一般

会計決算及び特別会計決算の認定について、認定第５１号から認定第６２

号につきまして、安芸高田市の発足から年度末まで、平成１６年３月の１

ヵ月間にかかります、平成１５年度安芸高田市一般会計及び各特別会計の

決算を、一括して説明をさせていただきます。 

まず、認定第５１号の一般会計でございます。歳入総額が７１億５千９

１０万６千１０円。 

歳出総額が４８億２千６３６万６千５５５円で、差し引き２３億３千２

７３万４千５５円となりました。 

次に認定第５２号でございます。国民健康保険特別会計でございますが、

歳入総額７億４千７７０万８千４９２円、歳出総額が４億２千５７１万７

千４７４円で、差し引き３億２千１９９万１千１８円となりました。 

次に認定第５３号、老人保健特別会計でございます。歳入総額が８億７

千５３４万１千８６３円、歳出総額が８億５千６４５万５千３６３円、差

し引き１千８８８万６千５００円となりました。 

次に認定第５４号、介護保険特別会計でございますが、歳入総額４億８
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千７６４万７千９円、歳出総額が４億７千２２２万５千２０５円で、差し

引き１千５４２万１千８０４円となりました。 

次に認定第５５号でございます。介護サービス特別会計でございますが、

歳入総額が１千４３０万９千２７９円、歳出総額２０３万５千３５０円で、

差し引き１千２２７万３千９２９円となりました。 

次に認定第５６号、下水道事業特別会計でございますが、歳入総額が１

億８千２８２万４千４０７円、歳出総額が１億３２６万２千８５８円で、

差し引き７千９５６万１千５４９円となりました。 

次に認定第５７号でございます。特定環境保全公共下水道事業特別会計

でございますが、歳入総額が２億５２６万６千５８７円、歳出総額が１億

７千２９６万５千９６５円で、差し引き３千２３０万６２２円となりまし

た。 

次に認定第５８号、農業集落排水事業特別会計でございますが、歳入総

額が２億６千９９９万７千９１４円、歳出総額が１億５千４１万７千９６

０円で、差し引き１億１千９５７万９千９５４円となりました。 

次に認定第５９号、浄化槽整備事業特別会計でございますが、歳入総額

が１億４千５０３万７千７８７円、歳出総額が１千３７０万９７円で差し

引き１億３千１３３万７千６９０円となりました。 

次に認定第６０号、簡易水道事業特別会計でございますが、歳入総額が

３億９千３４５万７千５２３円、歳出総額が１億５千９８万２千３５３円

で、差し引き２億４千２４７万５千１７０円となりました。 

次に認定第６１号、飲料水供給事業特別会計でございますが、歳入総額

が３３７万３千６０円、歳出総額が７１万６千７７１円で、差し引き２６

５万６千２８９円となりました。 

次に認定第６２号、八千代根野地区土地改良事業特別会計は、歳入歳出

総額とも４千７７０万５千５３８円でございました。 

以上、認定第５１号から認定第６２号まで一括してご説明をさせていた

だきましたが、この安芸高田市決算につきましては平成１６年３月の１ヵ

月の決算でございますので、先日来審査をいただいております合併前の各

町及び一部事務組合の決算と合算して、平成１５年度の決算となるもので

ございます。 

以上、よろしく審議の上、適当なる議決をいただきますようにお願いを

申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、収入役から要点の説明を求めます。 

◯藤川収入役  議長。 

◯松 浦 議 長   収入役、藤川幸典君。 

◯藤川収入役  それでは、平成１５年度一般会計歳入歳出の決算につきましての要点の

説明を申し上げます。 

３月１日に合併しました安芸高田市の１ヵ月分の予算につきましての

決算でございます。予算規模でございますが、当初予算現額は６３億７千



 69

８９２万５千でございましたが、その後１回の補正を行いまして７千３７

０万円を追加し、６４億５千２６２万５千円をもちまして執行いたしまし

た。 

それでは、皆さんの決算書に基づいてちょっとスピードを上げて申し上

げますのでよろしくお願い申し上げます。 

５ページからでございますが、まず歳入の決算でございます。予算現額

６４億５千２６２万５千円でございまして、調定額７８億３千２５６万４

千２６９円に対しまして収入済７１億５千９１０万６１０円で、収納率は

９１.４％でございます。収入未済６億７千３６４万３８４円生じたとこ

ろでございます。この収入未済額は６億７千３６４万３８４円の中には、

繰越明許に係ります財源といたしまして国庫支出金８千４８３万５千円、

市債５千３４０万、その他の財源９３４万８千円、併せまして１億４千７

５８万３千円の未収額が含まれております。 

７ページをお願いいたします。決算書です。歳出の決算でございますが、

１１ページから１２ページをお開き願います。予算現額６４億５千２６２

万５千円に対しまして、支出済４８億２千６３６万６千５５５円、執行率

は７４.８でございます。繰越明許として２億７千７６６万８千円を翌年

度に繰り越しております。 

１４ページに収支決算ですが、以上の結果、歳入総額７１億５千９１０

万６１０円、歳出総額４８億２千６３６万６千５５５円、差引残高２３億

３千２７３万４千５５円。旧町収支額といたしましての負債額、これは一

時借入金のことでございますが１７億３千５０７万１千８９６円、最終的

に５億９千７６６万２千１５９円の黒字となりました。これを翌年度へ繰

り越したところでございます。 

なお、実質収支額は明許繰越に係ります一般財源１億３千８万５千円を

差し引いた４億６千７５７万７千１５９円となります。 

それでは１５ページから歳入の主なものでございます。１款の市税でご

ざいますが、収入済額４億４千７６５万６千２６１円で、収納率は７３.

８でございます。収入未済１億５千８７１万３千３７９円生じております。

２款の地方譲与税でございます。収入済額９千４０４万７千円でございま

す。 

１７ページ、３款の利子割交付金で収入済額は５９４万９千円でござい

ます。 

４款の地方消費税交付金収入済額７千３４５万１千円。 

５款のゴルフ場利用税交付金、収入済額８２４万７千４００円。 

６款の自動車取得税交付金、収入済額５千２００万１千円でございます。 

８款の地方交付税、予算現額３億５千１８万９千円でございましたが、

収入済額は４億４千２９１万４千円でございます。 

９款交通安全対策特別交付金、収入済額３３９万９千円でございます。 

１０款の分担金及び負担金、収入済額８千５４７万４千６７２円でござ

います。収入未済が２千７９５万７千８３２円生じております。これは分
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担金で、農林水産業費の分担金でございます。農業分担金、農林業分担金、

災害復旧分担金が、それぞれで負担金で民生費の負担金の内、社会福祉負

担金が６０万４千８９６円、児童福祉負担金１千６６７万３千２０円、教

育費負担金の内、幼稚園負担金が６万９千円、それぞれが未収となったと

ころでございます。なお、特別委員会を開きますので、それぞれ詳細につ

いては担当部の方からございますので、よろしくお願いします。 

なお、農業分担金の内、８４９万円は繰越明許をいたしました甲田地区、

高宮地区等のものでございます。さらに、分担金の内、８５万８千円は吉

田地区、美土里、またその災害ため池事業が主なものでございます。 

２１ページをお開き下さい。１１款の使用料及び手数料でございますが、

収入済額は９千９０６万６０８円でございます。収入未済が６８０万９千

５６２円生じております。これは使用料の内、住宅使用料が５１６万５０

０円、手数料の内、清掃手数料１６４万９千６２円、それぞれが未収にな

ったところでございます。 

２５ページをお開き下さい。１２款の国庫支出金でございます。収入済

額９億４千７０６万３千２５０円で、収入未済額は２千８６４万５千５４

９円で、繰越明許いたしました甲田地区、甲田甲立中央線改良事業、高宮

栃林地区水防災対策事業、吉田地区土木施設災害復旧事業に伴います国庫

支出金がそれぞれ未収となったところでございます。 

２９ページをお願いいたします。１３款の県支出金でございます。収入

済額１４億９千２４９万７千８６８円でございます。収入未済額は５千６

１９万円で繰越明許いたしました八千代地区農村総合整備事業、甲田の報

恩地井才田地区団体ほ場整備事業、高宮地区基幹水利施設補修事業、吉田

地区農業用施設災害復旧事業、美土里鳥掛２号ため池、吉田吉ヶ迫ため池

災害復旧事業がそれぞれ未収になったところでございます。 

４３ページをお願いいたします。１４款の財産収入でございます。収入

済額が１億７千３１２万６千１３３円でございます。収入未済額は１万２

千３６０円生じております。これは土地建物貸付収入が収入未済でござい

ます。 

４５ページをお願いします。１５款の寄附金でございます。これは予算

現額１千円に対しまして、収入がございません。 

１６款の繰入金でございます。予算現額１億８千３４７万１千円に対し

まして収入済１億１千９６０万５千円でございます。特別会計からの繰入

金はなく、基金からの繰入金は健康福祉推進事業基金からの１億１千９６

０万５千円でございます。 

４７ページをお願いします。１８款の諸収入でございます。収入済７億

４千１００万８千４１８円、収入未済額３億４千１９１万１千７０２円を

生じております。これは貸付金元利収入の内、住宅資金貸付元利収入３億

３千６８６万５千６１３円、高齢者住宅整備資金貸付元利収入５５万４千

３９７円、結婚支度資金貸付元利収入４４３万６千４９２円、世帯更生資

金貸付元利収入５万５千２００円がそれぞれ収入未済となったところで
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ございます。 

５１ページをお願いいたします。１９款の市債でございます。予算現額

２４億２千７００万円に対しまして、収入済２３億７千３６０万円でござ

います。収入未済の５千３４０万円につきましては繰越明許いたしました、

それぞれの事業でございます。 

５５ページでございますが歳入の合計です。予算現額６４億５千２６２

万５千円、調定額７８億３千２５６万４千２６９円、収入済額７１億５千

９１０万６１０円となりました。 

続きまして、歳出の要点をご説明申し上げます。５７ページの１款の議

会費でございますが、支出済２千２８７万８２１円で、執行率は８９.５％

でございます。 

続きまして２款の総務費、支出済１３億１千９９万１千６２７円、執行

率は９２.７でございます。 

下段の６９ページですが民生費でございます。支出済３億２千９７４万

６７０円で、執行率６１.３％でございます。繰越明許費の９千５６８万

円につきましては、向原地区特別養護老人ホーム建設事業に係ります委託

料、工事請負費、公有財産購入費等を翌年度へ繰り越したものでございま

す。 

８３ページの４款の衛生費、支出済２億３３万１千９３８円、執行率は

７４％でございます。 

９１ページをお願いいたします。５款の労働費、支出済６０７万７千９

０４円、執行率９９.９％でございます。 

６款の農林水産業費、支出済４億７千３０５万７千６０９円で、執行率

７２.９でございます。繰越明許費の１億１３３万２千円につきましては、

９４ページから９６ページに掲げておりますが、それぞれの各町、旧町の

事業費の委託料、工事請負費、公有財産購入費、負担金及び交付金等が翌

年度へ繰り越したものでございます。 

９９ページをお願いします。７款の商工費でございますが、支出済額２

千８８９万６千６６４円で、執行率は９５.６％でございます。 

１０１ページをお願いします。８款の土木費でございます。支出済額２

億１千４６７万６千４２５円で、執行率は７０.７％でございます。繰越

明許費の２千１４８万６千円につきましては、甲田地区の甲立中央線改良

工事、高宮栃林水防災対策事業、それぞれの補償補填及び賠償金、工事請

負費等を翌年度へ繰り越したものでございます。 

１０７ページ、９款の消防費でございます。支出済額が８千６９３万１

千９２４円で、執行率が７１.２％でございます。繰越明許費の１千２４

４万３千円につきましては、向原地区消防屯所新築事業に係ります工事請

負費等を翌年度へ繰り越したものでございます。 

１０９ページの下段の１０款の教育費でございます。支出済額は１億８

千９８４万８千９１０円で、執行率は７６.６％でございます。 

１２３ページ、１１款の災害復旧費でございます。支出済額は１億７千
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１４８万１千８１２円で、執行率が７３.７％でございます。繰越明許の

４千６７２万７千円につきましては、吉田地区の農業用施設災害復旧事業、

美土里町鳥掛２号ため池地区農業用施設災害復旧、美土里町吉ヶ迫ため池

地区農業用施設災害復旧事業、吉田地区土木施設災害復旧事業に係ります

工事請負費等を翌年度へ繰り越したものでございます。 

１２５ページでございます。１２款の公債費、支出済額は１７億４千３

９０万３千７４２円で、執行率は９９.３％でございます。 

１３款の諸支出金でございます。支出済額４千７５５万６千５０９円で、

執行率は９２.９でございます。 

１４款の予備費、予算現額８億４１４万４千円に対しまして、支出はご

ざいませんでした。 

１３１ページをお願いいたします。歳出合計でございますが、予算現額

６４億５千２６２万５千円に対しまして、支出済額は４８億２千６３６万

６千５５５円になりました。執行率は７４.８％でございます。 

１３３ページからでございますが、１１の特別会計の決算でございます

が、各会計の収支決算の概要に留めさしていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

それでは１３３ページからの国民健康保険特別会計の決算でございま

す。当初予算額８億４８０万８千円をもちまして執行いたしました。 

１３５ページですが、歳入の決算でございますが、調定額が８億８千９

４８万１３９円に対しまして収入済額は７億４千７７０万８千４９２円

で、収納率は８４.１％でございます。収入未済額の１億４千１９４万６

４７円につきましては、国民健康保険税が収入未済となったところでござ

います。 

１３９ページの歳出の決算でございます。支出済額は４億２千５７１万

７千４７４円で執行率は５２.９％でございます。 

１４２ページに実質収支を掲げております。 

以上の結果によりまして、国民健康保険特別会計の収支決算は歳入総額

７億４千７７０万８千４９２円、歳出総額４億２千５７１万７千４７４円、

差引残額３億２千１９９万１千１８円、旧町収支額としての負債額２億７

２１万７千９８４円、最終的に１億１千４７７万３千３４円の黒字となり

ました。これを翌年度へ繰り越したところでございます。 

続きまして１６３ページからの老人保健特別会計の歳入歳出決算でご

ざいます。当初予算額は９億９千５７４万１千円をもちまして執行いたし

ました。 

１６３ページの歳入の決算、調定額８億７千５３４万１千８６３円に対

しまして収入済額は８億７千５３４万１千８６３円で、収納率は１００％

で収入未済はございません。 

１６５ページの歳出の決算でございます。支出済額８億５千６４５万５

千３６３円で執行率は８６％でございます。 

１６８ページに実質収支を掲げております。 
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以上の結果によりまして、歳入総額８億７千５３４万１千８６３円、歳

出総額８億５千６４５万５千３６３円、差引残額１千８８８万６千５００

円、旧町収支額としての負債額１千８８４万１千３５３円、最終的に４万

５千１４７円の黒字となり翌年度へ繰り越したところであります。 

１７５ページからの介護保険特別会計でございます。当初予算額５億７

千２９０万１千円をもちまして執行しております。歳入の決算でございま

すが、調定額４億９千３４４万１千９７１円、収入済額４億８千７６４万

７千９円で収納率は９８.８％でございます。収入未済額につきましては

介護保険料１１３万１千２６０円の不納欠損処分を行いまして４６６万

３千７０２円の収入未済となったところでございます。 

１７７ページからの歳出でございますが、支出済額４億７千２２２万５

千２０５円で、執行率は８２.４でございます。 

１８０ページに実質収支を掲げております。 

以上の結果によりまして歳入総額４億８千７６４万７千９円、歳出総額

４億７千２２２万５千２０５円、差引残高１千５４２万１千８０４円の黒

字となり、これを翌年度へ繰り越したところでございます。 

１９５ページからの介護サービス特別会計の決算でございます。当初予

算額は１千２２２万５千円をもちまして執行しております。歳入の決算で

ございますが、調定額１千４３０万９千２７９円、収入済額１千４３０万

９千２７９円で収納率は１００％でございます。 

１９７ページをお開き下さい。歳出の決算でございますが、支出済額２

０３万５千３５０円で執行率は１６.６％でございます。 

２００ページに実質収支を掲げております。 

以上の結果によりまして歳入総額１千４３０万９千２７９円、支出総額

２０３万５千３５０円、差引残額１千２２７万３千９２９円の黒字となり、

これを翌年度へ繰り越しております。 

２０７ページからの公共下水道特別会計の歳入歳出決算でございます。

当初予算額１億７千８５１万５千円をもちまして執行しております。歳入

の決算でございますが、調定額１億８千５２３万９千６２７円、収入済額

１億８千２８２万４千４０７円、収納率は９８.７でございます。収入未

済額の２４１万５千２２０円につきましては、加入者負担金２３４万７千

３９０円、下水道使用料６万７千８３０円が収入未済となったところでご

ざいます。 

２０９ページからの歳出の決算ですが、支出済額１億３２６万２千８５

８円で執行率は５７.８％でございます。 

２１２ページに実質収支を掲げておりますが、以上の結果によりまして

歳入総額１億８千２８２万４千４０７円、歳出総額１億３２６万２千８５

８円、差引額７千９５６万１千５４９円、旧町収支額としての負債額７千

２５１万１千１２７円、最終的に７０５万４２２円の黒字となりまして、

これを翌年度へ繰り越したところでございます。 

２１９ページからの特定環境保全公共下水道事業特別会計の決算でご
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ざいます。当初予算額２億３６５万４千円をもちまして執行しております。

歳入の決算ですが、調定額２億６３０万３千８４４円に対しまして収入済

額２億５２６万６千５８７円で、収納率は９９.５％でございます。収入

未済額の１０３万７千２５７円につきましては下水道使用料が未収とな

ったところでございます。 

２２１ページからの歳出の決算でございますが、支出済額１億７千２９

６万５千９６５円で執行率は８４.９％でございます。 

２２４ページに実質収支を千円単位で掲げております。 

以上の結果、歳入総額２億５２６万６千５８７円、歳出総額１億７千２

９６万５千９６５円、差引残高３千２３０万６２２円、旧町収支額として

の負債額２千２０９万２千４４７円、最終的に１千２０万８千１７５円の

黒字となりました。これを翌年度へ繰り越したところでございます。 

２３３ページからの農業集落排水事業特別会計の歳入歳出決算でござ

います。当初予算額２億８千２１０万３千円で、予算総額に変更のない組

み替えの補正を行いまして執行いたしております。 

２３３ページからの歳入の決算でございますが、調定額２億７千５１７

万９千９３３円、収入済額２億６千９９９万７千９１４円で、収納率は９

８.１％、収入未済額の５１８万２千１９円につきましては繰越明許いた

しました高宮地区の船佐中央地区農業集落排水事業に係ります国県支出

金２６０万５千円、市債６０万円と加入者分担金６９万５千円、下水道使

用料１２６万２千１９円、雑入２万円が収入未済になったところでござい

ます。 

２３５ページからの歳出の決算でございます。支出済額１億５千４１万

７千９６０円で執行率は９３.３でございます。繰越明許費として４０５

万９千円につきましては、高宮地区船佐中央地区農業集落排水事業に係り

ます工事請負等を翌年度へ繰り越したものでございます。 

２３８ページに実質収支が掲げております。 

以上の結果によりまして歳入総額２億６千９９９万７千９１４円、歳出

総額１億５千４１万７千９６０円、差引残高１億１千９５７万９千９５４

円、旧町収支額としての負債額１億１千８４５万３千１７１円、最終的に

１１２万６千７８３円の黒字となりました。それを翌年度へ繰り越しをし

たところでございます。なお、実質収支額は繰り越しいたしました一般財

源８５万４千円を差し引いた２７万２千７８３円となりました。 

２４７ページからの浄化槽整備事業特別会計の決算でございます。当初

予算額１億４千７９７万１千円をもちまして執行いたしました。歳入の決

算でございますが、調定額１億４千５６４万２千２４２円、収入済額１億

４千５０３万７千７８７円で、収納率は９９.６％でございます。収入未

済額の６０万４千４５５円につきましては加入者分担金１４万円、浄化槽

使用料が４６万４千４５５円が収入未済になったところでございます。 

２４９ページの歳出の決算でございますが、支出済額が１千３７０万９

７円で、執行率が９.３％でございます。 
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２５２ページに実質収支を掲げております。 

以上の結果によりまして歳入総額１億４千５０３万７千７８７円、歳出

総額１千３７０万９７円で差引残高１億３千１３３万７千６９０円、旧町

収支額としての負債額１億２千９５７万５千２９８円、最終的に１７６万

２千３９２円の黒字となりました。これを翌年度へ繰り越したところでご

ざいます。 

２６１ページからの簡易水道事業特別会計の歳入歳出決算でございま

す。当初予算額４億２千２２５万２千円をもちまして執行いたしました。

歳入の決算ですが、調定額４億２７６万２千１９６円、収入済額３億９千

３４５万７千５２３円で収納率は９７.７％でございます。収入未済額の

９３０万４千６７３円につきましては、水道使用料が収入未済となったと

ころでございます。 

２６３ページの歳出の決算でございます。支出済額１億５千９８万２千

３５３円で、執行率は３５.８でございます。 

２６６ページに実質収支を掲げております。 

以上の結果によりまして歳入総額３億９千３４５万７千５２３円、歳出

総額１億５千９８万２千３５３円、差引残額２億４２４７万５１７０円、

旧町収支額としての負債額２億４千７０万４千６８４円、最終的に１７７

万３０６円の黒字となり、これを翌年度へ繰り越したところでございます。 

２７７ページからの飲料水供給事業特別会計の歳入歳出決算でござい

ます。当初予算額は３１６万４千円をもちまして執行いたしております。

歳入の決算ですが調定額３４７万８千５４０円、収入済額３３７万３千６

０円で収納率は９７％でございます。収入未済１０万５４８０円につきま

しては、水道使用料が収入未済となったところでございます。 

２７９ページからの歳出の決算でございますが、支出済額７１万６千７

７１円、執行率が２２.７でございます。 

２８２ページに実質収支を掲げております。 

以上の結果によりまして歳入総額３３７万３千６０円、歳出総額７１万

６千７７１円、差引残額２６５万６千２８９円、旧町収支額として負債額

が２３７万２千５４円、最終的に２８万４千２３５円の黒字となり、これ

を翌年度へ繰り越しをいたしました。 

２８７ページからの八千代根野地区土地改良事業特別会計の歳入歳出

決算でございます。当初予算額は４千７７０万７千円をもちまして執行い

たしました。歳入の決算でございますが、調定額４千７７０万５千５３８

円、収入済額４千７７０万５千５３８円で、収納率は１００％で収入未済

はございません。 

２８９ページから歳出の決算ですが、支出済額４千７７０万５千５３８

円、執行率は１００％でございます。 

２９２ページに実質収支でございますが、以上の結果によりまして平成

１５年度の八千代根野土地改良事業特別会計の収支決算は歳入総額４千

７７０万５千５３８円、歳出総額４千７７０万５千５３８円、歳入歳出差
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し引き残額はゼロ円となったところでございます。 

２９７ページ以降につきましては、公有財産、物品、債権、基金等の財

産に関する調書でございます。以上で要点の説明を終わります。よろしく

お願いを申し上げます。 

◯松 浦 議 長   本１２件に対して監査委員の審査結果の報告を求めます。監査委員、上

国英登さん。 

◯上国監査委員   はい。失礼します。平成１５年度安芸高田市歳入歳出決算についてご報

告いたします。 

平成１５年度安芸高田市一般会計１１特別会計の歳入歳出決算及び基

金の運用につきましては、去る１１月４日から１１月３０日までの間、会

計諸帳簿、証拠書類等の照合など実施すべき審査を慎重に行いました。そ

の結果、平成１５年度各会計は関係諸帳簿の各計数と符合しており、非違

の経緯はありませんでした。 

なお、審査意見書をお手元に配布いたしております。ご覧いただきたい

と思います。 

次に、安芸高田市一般会計及び特別会計決算については、前年度との比

較ができず、従来の内容と異なっておりますので付け加えておきます。 

以上、報告いたします。 

◯松 浦 議 長   以上で、審査結果の報告を終わります。 

お諮りいたします。 

本１２件は、申し合わせにより質疑を省略いたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。よって、さよう決定されました。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

先の臨時会において付託されました決算議案４７件が決算審査特別委

員会において引き続き審査中でございますが、本案１２件についても追加

し、決算審査特別委員会へ付託して審査することにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。よって、本１２件については、決算審査特別委

員会に付託し、審査することに決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３５ 発議第１５号 平成１７年度地方交付税所要総額確保に関する 

                                意見書について 

◯松 浦 議 長   日程第３５、発議第１５号、平成１７年度地方交付税所要総額確保に関

する意見書についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯山 本 議 員  議長。 

◯松 浦 議 長   １５番、山本三郎君。 
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◯山 本 議 員  はい。発議第１５号、平成１７年度地方交付税所要総額確保に関する意

見書についての提案理由の説明をいたします。 

去る１１月２６日、三位一体の改革に関する全体像が政府において決定

され、平成１７年度及び１８年度は地方団体の安定的な財政運営に必要な

地方交付税、地方税などの一般財源は確保するとされたところであります。

しかしながら財政当局においては、なお、前年度同様の地方交付税の削減

を求める動きが見受けられます。地方公共団体に対する交付税の所要総額

が確保されることを強く要望し、意見書を提出するものであります。 

何とぞご議決いただきますよう、お願い申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

なお、本件に関しては質疑を省略したいと思います。ご異議ありません

でしょうか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認め、本件の質疑は省略いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより発議第１５号、平成１７年度地方交付税所要総額確保に関する

意見書の提出についての件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、発議第１５号は原案のとおり可決されました。 

◯松 浦 議 長   お諮りします。 

議事の都合により、１２月１４日から１２月１９日まで６日間を休会い

たしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

よって、１２月１４日から１２月１９日まで６日間を休会することに決

しました。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

ご苦労様でございました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後４時３５分 散会 
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上記会議次第は事務局員の記載したものであるが、その内容が正確であることを証する

ためここに署名します。 
 

                              平成１６年    月    日 

 

              安芸高田市議会議長 

 

 

 

          会議録署名議員 

 

 

 

          会議録署名議員 

 

 


